
元
老
院
会
議
筆
記
：
…
：
：
…
…
…
・
…
：
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
：
。
…
：
…
・
…
…
：
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
．
：
四
五

帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
：
：
…
：
：
：
：
：
：
：
：
…
：
：
…
：
：
…
…
：
…
・
…
：
四
七
一
一
一

口
絵発
刊
の
こ
と
ば
沖
縄
県
議
会
議
長
志
村
患

元
老
院
及
び
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
録
（
沖
縄
関
係
抄
）
摘
要
目
次
：
…
：
…
…
…
：
…
．
：
…
・
…
：
．
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
…
一
，
肌

元
老
院
会
議
筆
記
…
：
…
：
…
：
：
…
：
…
…
：
：
…
：
…
：
：
…
・
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
：
万

氏
族
院
議
聯
速
記
録
（
本
会
議
）
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
：
：
…
．
：
…
：
：
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：
：
…
七

貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
：
．
：
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
：
：
三
八

凡
例
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
．
…
．
：
…
…
…
：
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
・
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
五
九

解
題
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
．
：
…
…
…
…
：
…
：
：
：
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
：
我
部
政
男
…
…
…
六
一

貴
族
院
議
員
名
鑑
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
．
…
…
：
：
：
：
…
：
：
：
：
：
。
：
．
…
：
：
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
九
一
一
一

一
本
県
選
出
議
員
一
覧
：
…
：
…
：
：
…
…
：
：
：
…
・
…
…
：
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
：
…
…
：
九
二
一
一
一

一
一
一

沖
縄
県
議
会
史
第
八
巻
資
料
編
５

目

次

資

料



四

一
一
沖
縄
関
係
審
議
の
際
の
議
長
、
委
員
長
及
び
発
言
議
員
一
覧
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
九
二
五

あ
と
が
き
・
…
：
…
…
：
…
．
：
：
…
：
…
…
：
…
…
．
：
…
…
…
．
：
…
．
：
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
．
：
…
…
…
：
…
：
：
…
九
五
九

編
さ
ん
委
員
等
名
簿
：
：
：
：
：
…
：
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
：
…
…
：
：
：
…
・
…
：
：
：
：
：
：
：
…
：
：
：
：
…
：
九
六
一



ﾖrｆ

要

旨

○
元
老
院
会
議
筆
記

明
１６
●

１１
●

1(；

明
胆
・
６
．
１

明
逓
・
７
・
加

明
1５

１
●

2７

叩
く
昭
・
３
・
略

年
月
日

〃

元
老
院
及
び
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
録
（
沖
縄
関
係
抄
）
摘
要
目
次

旧
琉
球
藩
負
債
償
還
並
貸
付
金
穀

取
立
方
ノ
件

開
拓
使
並
沖
縄
県
符
内
戦
判
聯
務

所
属
ノ
儀

砿
罪
栽
判
所
櫛
幡
区
画
ノ
催

識

布
告
布
達
ノ
施
行
期
限
制
定
ノ
儀

徴
兵
令
改
正
ノ
賎

沖
縄
県
管
内
重
罪
犯
処
分
ノ
儀

の

願

「
旧
琉
球
藩
負
債
償
還
並
貸
付
金
殻
取
立
方
ノ
件
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を

経
過
し
、
上
奏
さ
れ
た
。
：
：
：
：
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
．
…
：
…
…
…
…
：
：
…
…
：
：
…
：
…
…
・
一
一
一

「
開
拓
使
並
沖
細
県
管
内
裁
判
事
務
所
属
ノ
隣
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経

過
し
、
上
奏
さ
れ
た
。
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
：
：
：
四

「
販
罪
裁
判
所
椿
幡
区
画
ノ
隣
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経
過
し
、
上
奏
さ

れ
た
。
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
四

「
沖
縄
県
椿
内
重
罪
犯
処
分
ノ
儀
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経
過
し
、
上
奏

さ
れ
た
。
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

「
布
告
布
達
ノ
施
行
期
限
制
定
ノ
儀
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経
過
し
、
上

奏
さ
れ
た
。
な
お
同
議
案
に
は
、
布
告
布
逮
の
周
知
期
限
に
つ
い
て
沖
縄
県
の
場
合
の

特
例
規
定
あ
り
。
…
・
…
：
…
：
．
：
：
．
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
…
六

「
徴
兵
令
改
正
ノ
儀
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
議
案
に
は
、
沖
縄
県
の
軍
管
、
師
管
及

瀞
識



″″″

気
象
台
測
候
所
条
例

″

一
一
十
一
年
勅
令
第
十
一
一
号
沖
縄
県

酒
頬
出
港
税
則

明明明明明明明明明明明明明
２１２０２０２０２０２０２０２０２０１７１７１７１７
●●■●■●●●■■●●●

４７７３３３２２２１１１１１１１１
●●●●●●■●●●｡●●

1１２６２０３２１２３２２２１２１１１０７

明
記
・
６
．
昭

沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
制
定
ノ
縦

″″″

所
得
税
法

″

沖
縄
県
及
小
笠
原
島
地
方
費
ノ
件

「
所
得
税
法
」
の
第
一
読
会
、
第
二
読
会
及
び
第
三
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は
、
当
分

の
内
沖
縄
県
に
は
同
法
を
施
行
し
な
い
旨
の
規
定
あ
り
。
同
法
案
は
、
明
治
一
一
十
年
三

月
三
日
の
節
三
読
会
を
も
っ
て
修
正
議
決
さ
れ
た
。
…
：
…
…
．
：
：
：
…
：
：
：
…
…
…
：
…
…
…
・
ニ
バ

〃

｛
ハ

・
ぴ
沖
縄
県
に
は
現
今
徴
兵
を
行
わ
な
い
旨
の
規
定
あ
り
。
同
議
案
は
、
明
治
十
六
年
十

二
月
二
十
一
日
の
第
三
読
会
を
も
っ
て
確
決
会
と
し
、
上
奏
さ
れ
た
。
ま
た
翌
明
治
十

七
年
一
月
十
六
日
に
同
議
案
と
同
様
な
「
徴
兵
令
改
正
ノ
催
」
が
可
決
さ
れ
て
い
る

が
、
両
議
案
の
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
…
・
…
…
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
：
…
：
…
：
七

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
制
定
ノ
鮭
」
の
第
一
読
会
か
ら
館
三
読
会
が
明
治
十
七
年
十

一
月
七
日
か
ら
同
十
一
一
日
ま
で
に
か
け
て
開
か
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
修
正
議
決
の

上
、
上
奏
さ
れ
た
。
…
：
…
…
：
：
…
…
…
・
…
…
：
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
．
：
…
・
…
：
八

「
気
象
台
測
候
所
条
例
」
の
第
一
読
会
、
第
一
一
読
会
及
び
第
三
読
会
。
な
お
同
法
案
に

は
、
沖
縄
県
に
設
腫
さ
れ
る
地
方
測
候
所
の
挫
用
に
つ
い
て
の
特
例
あ
り
。
…
…
…
：
…
…
…
・
三
七

「
一
一
十
一
年
勅
令
第
十
一
一
号
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会

を
経
過
し
、
上
奏
さ
れ
た
。
な
お
本
案
は
、
明
治
十
七
年
十
一
月
十
二
日
に
議
定
さ
れ

た
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
」
の
一
部
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
議
事
録
に
は
内

閣
総
理
大
臣
の
通
牒
文
の
象
が
褐
戦
さ
れ
、
条
文
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
：
。
…
…
…
…
…
…
…
四
一

「
沖
縄
県
及
小
笠
原
島
地
方
費
ノ
件
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経
過
し
、
上

奏
さ
れ
た
。
…
…
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
門
一
一



「
沖
縄
県
一
一
商
法
施
行
延
剛
ノ
件
」
の
検
視
会
。
全
会
一
致
検
視
会
を
経
過
し
、
上
奏

さ
れ
た
。
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
四
一
一

○
貴
族
院
議
事
速
記
録
（
本
会
議
）

朋
詔
・
叩
・
廻
一
沖
縄
県
二
商
法
施
行
延
期
ノ
件

I目

注
本
目
次
中
の
第
一
読
会
、
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
及
び
第
三
読
会
と
は
、
談
会
の
本
会
議
に
お
け

る
議
事
手
続
の
一
種
で
あ
る
読
会
制
度
の
各
段
階
を
い
い
、
貴
族
院
の
場
合
、
第
一
読
会
で
は
提
案
者
の

趣
旨
説
明
と
そ
れ
に
対
す
る
質
疑
及
び
委
員
会
へ
の
付
託
、
第
一
読
会
の
統
で
は
委
員
長
報
告
と
そ
れ
に

対
す
る
質
疑
、
第
二
読
会
で
は
逐
条
群
議
と
修
正
案
の
群
議
、
第
三
読
会
で
は
討
論
、
採
決
が
そ
れ
ぞ
れ

行
わ
れ
る
。

第
１
回

″

明
型
．
３
．
６

〃

予
算
案
（
明
治
二
十
四
年
度
）

予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ

契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
件

（
日
程
追
加
）

「
予
算
案
」
中
、
歳
出
経
常
部
内
務
省
所
管
「
第
十
四
款
沖
縄
県
地
方
没

（
第
一
項
’
第
十
五
項
）
」
の
採
決
、
可
決
、
同
大
蔵
稽
所
管
「
第
三
款
恩

諸
禄
第
五
項
沖
縄
県
諸
禄
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
出
臨
時
部
内
務
省
所

管
「
第
一
款
補
助
費
第
一
項
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補
助
第
九
項
沖
縄
県

各
雛
鳥
航
海
没
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
同
逓
侭
省
所
管
「
第
一
款
補
助
没

第
三
項
神
戸
那
覇
間
航
海
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
入
経
常
部
「
第
一

議
会

年
月
日

議
題
審
議
の
要
旨



明
妬
・
皿
・
”

第
２
向

第
２
Ｍ

鋪
３
画

第
４
向

第
４
同

那
珊
地
方
裁
判
所
及
那
珊
区
裁
判

所
設
置
法
案

那
珊
地
方
裁
判
所
及
那
珊
区
裁
判

所
設
置
法
案

沖
細
県
へ
海
底
腫
線
架
設
ノ
請
願

明
２４
●

１２
●

2３

明
泌
・
皿
・
皿

明
邪
・
６
．
９

明
治
二
十
六
年
度
歳
入
歳
出
総
予

算
案
及
明
治
二
十
六
年
度
各
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算
案

明
妬
・
２
．
邪

八

款
租
税
第
九
項
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
の
採
決
、
可
決
、
同
「
第
四
款
雑

収
入
第
五
項
沖
縄
県
地
方
収
入
」
の
採
決
、
可
決
、
並
び
に
「
予
算
外
国

庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ
契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
」
中
「
沖
縄
県
下
各
離

島
航
海
費
補
助
支
出
ノ
契
約
」
の
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
．
：
四
七

「
那
珊
地
方
裁
判
所
及
那
珊
区
裁
判
所
設
置
法
案
」
の
第
一
読
会
…
…
・
…
：
…
…
…
五
○

沖
縄
県
へ
海
底
電
線
架
設
ノ
請
願

「
那
珊
地
方
裁
判
所
及
那
珊
区
裁
判
所
設
瞳
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読

会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
…
。
：
…
…
…
．
：
…
…
…
：
：
…
…
：
・
五
一

稿
准
間
切
山
入
端
村
平
民
岸
本
永
栄
外
十
七
名
提
出
外
二
通
の
「
沖
縄
雌
へ

海
底
電
線
架
設
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内

閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
：
：
…
…
庇
六

小
禄
間
切
小
禄
村
平
民
高
良
牛
外
四
百
六
十
三
名
提
出
「
沖
縄
県
へ
海
底
電

線
架
設
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
愛
族
院
の
内
閣
総
理

大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
五
七

「
明
治
二
十
六
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
」
中
、
歳
出
経
常
部
内
務
省
所
管

「
鰯
十
三
款
沖
細
県
地
方
費
（
第
一
項
’
第
十
五
項
）
」
の
採
決
、
可
決
、

同
大
蔵
省
所
管
「
第
三
款
恩
賞
諸
禄
第
五
項
沖
縄
県
諸
禄
」
の
採
決
、
可

決
、
歳
出
臨
時
部
内
務
省
所
衝
「
第
一
款
補
助
独
第
一
項
沖
細
県
先
脇
航

海
費
補
助
第
九
項
沖
縄
県
各
離
島
航
海
費
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
同
逓

信
粉
所
管
「
第
一
款
補
助
批
第
三
項
神
戸
那
澗
間
航
海
補
助
」
の
採
決
、

可
決
、
歳
入
経
常
部
「
第
一
款
租
税
第
九
項
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
の
採

決
、
可
決
、
側
「
第
四
款
雑
収
入
鮒
六
項
沖
縄
媒
地
方
収
入
」
の
採
決
、



明
”
・
５
．
羽

第
６
回

第
６
回

鋪
６
回

鮒
６
－
回

第
６
回

〃〃

〃

明
”
・
５
．
昭

明
”
・
５
．
詔

琉
球
国
那
覇
港
一
一
於
テ
清
国
貿
易

一
一
関
ス
ル
船
舶
出
入
及
貨
物
積
卸

許
可
法
律
案

明
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
一

号
第
一
条
改
正
法
律
案

沖
縄
県
八
重
山
烏
風
土
病
駆
除
一
一

関
ス
ル
建
議
案

明
”
・
６
．
１

明
”
・
６
．
２

〃

可
決
・
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
：
…
：
．
…
…
…
…
：
：
：
…
：
：
…
：
…
：
：
…
：
…
：
…
圧
八

「
琉
球
国
那
砺
港
二
於
テ
清
国
貿
易
二
関
ス
ル
船
舶
出
入
及
貨
物
積
卸
許
可

．
、
７

法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
・
…
…
…
‐
／
ぐ

子
爵
曾
我
祐
準
君
が
政
府
に
提
出

し
た
「
沖
縄
県
下
宮
古
島
人
民
一
一

脚
ス
ル
質
問
番
」
の
提
出
理
由
の

議
場
に
お
け
る
開
陳
の
取
扱
い
及

び
提
出
理
由
の
開
陳

「
議
長
ノ
報
告
」
中
、
子
藤
曾
我

祐
準
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
『
沖
縄

雌
下
宮
古
鳥
人
民
一
一
関
メ
ル
質

問
」
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書

朋
治
二
十
二
年
勅
令
第
百
四
十
一

号
第
一
条
改
正
法
律
案

沖
縄
県
宮
古
島
女
没
軽
減
及
島
政

改
革
ノ
請
願

「
明
治
二
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
第
一
条
改
正
法
律
案
」
（
沖
継
県
と

伊
豆
七
島
に
係
る
国
税
の
徴
収
法
を
改
正
す
る
案
）
の
第
一
統
会
：
…
・
…
…
…
…
…
昨
ハ
・
・
一

安
場
保
和
君
発
議
の
「
沖
縄
県
八
重
山
島
風
土
病
駆
除
一
一
関
ス
ル
建
議
案
」

に
対
す
る
同
君
の
趣
旨
説
明
及
び
そ
れ
に
対
す
る
賀
疑
応
答
。
同
案
の
採

決
、
可
決
：
。
…
：
…
：
：
：
…
…
・
…
…
：
。
…
：
．
…
…
：
：
：
：
：
．
：
…
：
：
…
…
：
：
…
…
…
』
ハ
四

昨
二
十
八
日
、
子
爵
曾
我
祐
準
君
が
文
辞
に
よ
っ
て
政
府
に
拠
出
し
た
「
沖

縄
県
下
宮
古
島
人
民
一
一
関
ス
ル
質
問
書
」
に
つ
き
、
本
人
か
ら
議
場
に
お
い

て
そ
の
理
由
を
開
陳
し
た
い
と
希
望
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
扱
い
を
め
ぐ

っ
て
議
事
法
規
上
、
慣
例
上
か
ら
の
論
議
が
交
わ
さ
れ
、
採
決
の
結
果
そ
の

開
陳
を
許
可
、
引
続
き
同
君
が
理
由
を
開
陳
し
、
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。
…
…
…
』
ハ
し

「
議
長
ノ
報
告
」
中
に
子
藤
曾
我
祐
準
君
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
沖
縄
県
下
宮

古
島
人
民
一
一
関
ス
ル
質
問
」
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
書
あ
り
。
な
お
参
照
の

た
め
と
し
て
子
踊
曾
我
祐
準
禰
が
質
問
者
と
な
り
、
公
藤
近
術
鱒
麿
飛
外
三

十
人
が
賛
成
者
と
な
っ
た
同
質
間
書
も
同
報
告
中
に
掲
救
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
し
七

「
明
治
一
一
十
一
一
年
勅
令
第
百
四
十
一
号
第
一
条
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会

の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
．
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
…
上
八

宮
古
島
西
里
村
士
族
川
満
泰
奉
外
一
一
名
提
出
「
沖
細
兇
宮
古
島
左
饗
軽
減
及

烏
政
改
革
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
愛
族
院
の
内
閣
総

九



明
記
・
１
．
２１

第
８
回

館
８
回

』
弟
８
回

第
８

回

〃

朗
治
二
十
八
年
度
歳
入
歳
出
総
予

算
案
並
明
治
二
十
八
年
度
各
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算
案

予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ

契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
件

明
詔
・
２
．
皿

明
犯
・
２
．
１

朋
配
・
１
．
妬

沖
縄
県
宮
古
島
点
費
軽
減
及
島
政

改
革
ノ
請
願

〃

沖
細
県
為
政
改
革
建
議
案

沖
縄
県
二
姻
域
税
則
施
行
ノ
請
願

一
○

理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
：
：
…
…
：
：
：
…
上
九

子
爵
曾
我
祐
準
君
発
議
の
「
沖
縄
県
Ａ
政
改
革
建
議
案
」
に
対
す
る
同
君
の

趣
旨
説
明
。
同
案
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
所
信
表
明
、
質
疑
応
答
、
同
案
の

採
決
、
可
決
：
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
・
…
・
…
…
…
：
…
…
：
．
…
八
○

宮
古
島
福
里
村
平
民
西
里
蒲
外
百
六
十
名
提
出
「
沖
縄
県
宮
古
島
為
饗
軽
減

及
島
政
改
革
ノ
諦
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
木
諦
願
に
は
愛
族
院
の
内
閣

総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
．
：
…
…
：
：
：
：
…
…
：
…
：
：
．
…
…
・
…
…
：
．
…
：
…
九
・
一

大
阪
府
堺
商
業
会
識
所
会
頭
藤
本
荘
太
郎
提
出
「
沖
細
県
二
姻
草
税
則
施
行

ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ

て
の
意
見
譜
あ
り
。
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
九
四

「
明
治
二
十
八
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
並
明
治
二
十
八
年
度
各
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算
案
」
中
、
歳
出
経
常
部
内
務
省
所
符
「
第
十
三
款
沖
細
県
地

方
費
（
第
一
項
’
第
十
五
項
）
」
の
採
決
、
可
決
、
同
大
蔵
省
所
管
「
第
一
一
一

款
恩
貨
諸
禄
第
五
項
沖
縄
県
諸
禄
」
及
び
同
「
節
十
二
款
内
国
税
徴
収
独

第
十
一
項
沖
縄
県
税
品
取
扱
費
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
出
臨
時
部
内
務
省

所
管
「
館
一
款
補
助
費
第
一
項
沖
縄
県
先
島
航
海
饗
補
助
第
四
項
沖
縄

県
各
離
島
航
海
費
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
同
逓
信
省
所
管
「
第
一
款
補
助

挫
第
三
項
神
戸
那
珊
間
航
海
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
入
経
常
部
「
第

一
款
租
税
第
十
項
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
、
同
「
第
四
款
雑
収
入
鋪
六

項
沖
縄
県
地
方
収
入
」
の
採
決
、
可
決
、
並
び
に
「
予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト

ナ
ル
ヘ
キ
契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
件
」
中
「
沖
細
県
先
島
航
海
費
補
助
ノ
契

約
」
の
採
決
、
可
決
…
：
…
…
：
。
…
…
…
…
：
：
。
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
。
：
：
：
…
・
凡
丘



明
調
．
３
．
４

第
８
回

第
８
回

第
８
回

節
９
側

〃〃

沖
縄
県
海
底
電
信
線
架
設
ノ
請
願

明
記
・
３
．
７

明
記
・
３
．
別

明
記
・
３
．
鯛

沖
縄
県
海
底
電
信
線
架
設
ノ
請
願

〃〃

沖
縄
県
海
底
髄
信
線
架
設
ノ
諦
願

庄
内
川
改
修
外
二
件
ノ
請
願
二
関

シ
政
府
ノ
報
告
ヲ
求
ム
ル
ノ
件

（
「
沖
縄
県
海
底
電
信
線
架
設
ノ

諸
願
」
を
含
む
。
）

議
長
ノ
報
告

明
治
二
十
九
年
度
歳
入
歳
出
総
予

算
案
並
明
治
二
十
九
年
度
各
特
別

会
計
歳
入
歳
出
予
算
案

名
護
間
切
山
入
端
村
平
民
岸
本
永
栄
外
三
百
七
十
名
提
出
「
沖
縄
県
海
底
電

信
線
架
設
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
批
族
院
の
内
閣
総

理
大
臣
あ
て
の
意
見
醤
あ
り
。
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
．
．
…
…
：
…
…
九
八

「
庄
内
川
改
修
外
二
件
ノ
請
願
一
一
関
シ
政
府
ノ
報
告
ヲ
求
ム
ル
ノ
件
」
は
、

請
願
委
員
会
か
ら
議
院
法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
政
府
に
お
い
て

未
だ
何
ら
の
処
分
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
れ
ら
請
願
に
つ
き
政
府
の
報
告
を

求
め
る
こ
と
を
要
求
し
た
も
の
で
、
採
決
の
結
果
可
決
さ
れ
た
。
…
…
…
…
…
…
…
九
九

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
の
中
で
、
さ
き
に
貴
族

院
が
議
院
法
第
六
十
五
条
に
韮
づ
き
政
府
に
報
告
を
求
め
た
「
庄
内
川
改
修

外
一
一
件
ノ
請
願
一
一
関
シ
政
府
ノ
報
告
ヲ
求
ム
ル
ノ
件
」
に
つ
き
政
府
か
ら
の

報
告
誉
を
受
領
し
た
旨
報
告
し
た
。
そ
の
中
に
「
沖
縄
雌
海
底
電
信
線
架
設

ノ
請
願
」
に
つ
い
て
、
も
報
告
あ
り
。
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
一
○
○

首
里
真
和
志
村
士
族
源
河
朝
餐
外
百
八
十
五
名
提
出
「
沖
縄
県
海
底
電
信
線

架
設
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
諸
願
に
は
斑
族
院
の
内
閣
総
理
大

臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
：
：
：
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
：
：
一
○
一

小
禄
間
切
小
禄
村
平
民
商
良
岨
外
百
五
十
八
名
提
出
「
沖
細
県
海
底
電
信
線

架
設
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大

臣
あ
て
の
意
見
苫
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
：
：
一
○
一
・

「
明
治
二
十
九
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
」
中
、
歳
出
経
常
部
内
務
省
所
管

「
第
十
四
款
沖
縄
県
地
方
費
（
第
一
項
ｊ
、
第
十
四
項
旨
に
対
す
る
質
疑
応

答
、
採
決
、
可
決
、
同
大
蔵
省
所
横
「
第
三
款
恩
賞
諾
禄
鋪
五
項
沖
縄

県
諸
禄
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
、
採
決
、
可
決
、
同
「
第
十
一
一
一
款
内
国
税
徴



朋
卵
・
３
・
昭

第
１０

向

第
９

１ｌｊＩ

鋪
９

１１１１

第
９

１口Ｉ

第
９
回

鋪
９

同

〃

〃

明
釦
・
３
．
昭

明
”
・
３
．
妬

明
朗
・
３
．
羽

沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
艇
工
銀
行
補
助
法
案

（
日
程
追
加
）

明
治
三
十
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算

案
並
明
治
三
十
年
度
各
特
別
会
計

明
調
．
３
．
６１

明
豹
・
３
．
５

一
一
一

収
費
第
十
一
項
沖
縄
県
税
品
取
扱
費
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
出
臨
時
部
内

務
省
所
管
「
第
一
款
補
助
磯
第
一
項
沖
細
県
先
勝
航
海
饗
補
助
第
六
項

沖
縄
県
各
離
島
航
海
費
補
助
」
の
採
決
、
可
決
、
歳
入
経
常
部
「
第
一
款
租

税
第
十
項
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
、
「
館
四
款
雑
収
入
節
六
項
沖
細
県
地

方
収
入
」
の
採
決
、
可
決
：
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
：
：
…
：
：
…
…
：
…
：
…
：
一
○
二

「
予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ
契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
件
」
中
「
沖
縄

県
各
離
島
航
海
饗
補
助
ノ
契
約
」
の
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
：
：
…
・
○
八

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
…
：
：
…
…
：
：
…
・
…
…
・
『
ノ
九

予
算
外
国
庫
ノ
負
担
ト
ナ
ル
ヘ
キ

契
約
ヲ
為
ス
ヲ
要
ス
ル
件

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
獣
疫
予
防
法
案

農
工
銀
行
補
助
法
案

費
族
院
で
可
決
、
衆
議
院
に
送
付
、
同
院
で
修
正
、
再
び
貴
族
院
に
似
付
さ

れ
て
き
た
「
獣
疫
予
防
法
案
」
の
会
議
。
本
案
は
、
当
初
獣
類
が
獣
疫
に
か

か
っ
た
場
合
の
届
先
を
、
沖
細
県
の
場
合
一
’
役
所
長
」
と
な
っ
て
い
た
も
の

を
勅
令
に
よ
っ
て
本
年
四
月
一
日
か
ら
「
沖
細
県
役
所
庁
」
が
廃
止
さ
れ
る

た
め
衆
議
院
で
そ
れ
に
伴
う
修
正
が
行
わ
れ
た
。
同
法
案
採
決
、
可
決
・
…
…
…
：
一
・
○

「
農
工
銀
行
補
助
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は
、
沖
縄
県
に
設

立
す
る
農
工
銀
行
の
営
業
を
補
助
す
る
規
定
あ
り
。
：
…
…
：
…
…
…
…
：
：
：
…
：
一
一
一

「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
鋪
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略

の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
・
一
・
一
一

「
農
工
銀
行
補
助
法
案
」
の
識
那
日
程
追
加
動
識
に
よ
る
鋪
一
読
会
の
統
・

読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
：
：
：
…
：
…
・
…
…
：
：
…
．
：
：
…
一
一
座

「
明
治
三
十
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
」
中
、
歳
出
経
常
部
内
務
柑
所
符

「
第
十
三
款
沖
縄
県
地
方
費
（
第
一
項
’
第
十
四
理
」
の
採
決
、
可
決
…
…
…
：
』
ハ



明
犯
・
１
．
妬

鮒
１０
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第
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回

第
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回

第
昭
回

輔
咽
回
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歳
入
歳
出
予
算
案

復
禄
及
復
族
禄
ノ
請
願

明
釦
・
３
．
別

明
釦
・
３
．
昭

明
皿
・
皿
・
”

明
３１
●

1２

２４

明
治
三
十
年
度
鮫
入
歳
出
総
予
算

追
加
案

〃〃

間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正

法
律
案

裁
判
所
設
立
廃
止
及
櫛
籍
区
域
変

更
一
一
関
ス
ル
法
律
案

間
接
同
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正

法
律
案

沖
細
県
船
税
廃
止
法
律
案

沖
縄
県
船
税
廃
止
法
律
案

「
復
禄
及
復
族
禄
ノ
請
願
」
（
同
種
類
の
請
願
二
十
七
件
中
、
沖
縄
県
関
係

「
首
里
区
字
当
蔵
平
民
徳
村
蒲
戸
外
七
十
六
名
提
出
」
、
「
首
里
区
字
大
中
士

族
久
志
助
法
外
百
五
十
七
名
提
出
（
一
一
通
）
」
、
「
首
里
区
字
赤
平
士
族
樹
原

安
功
外
一
一
名
提
出
」
、
「
首
里
区
字
山
川
士
族
阿
波
連
木
大
外
六
百
八
十
五
名

拠
出
」
）
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
費
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ

て
の
意
見
緋
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
一
・
上

「
明
治
三
十
年
度
歳
入
戚
出
総
予
算
追
加
案
」
巾
、
歳
出
臨
時
部
内
務
省
所

衝
「
第
九
款
臨
時
沖
縄
県
地
方
蛍
第
一
項
地
役
人
一
時
給
与
金
」
の
採

決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
一
辛
九

「
間
接
同
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
。
な
お
同
法
は

従
来
沖
縄
県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
本
法
律
案
に
よ
っ
て
沖
細

雌
に
も
施
行
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
一
一
・
○

「
沖
縄
県
船
税
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
に
よ
る
船
税
は
、

総
額
わ
ず
か
十
一
円
と
倣
少
の
上
、
徴
収
す
る
の
が
煩
労
な
と
こ
ろ
か
ら
廃

止
さ
れ
る
も
の
。
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
一
・
・
○

「
沖
縄
県
船
税
廃
止
法
律
案
，
一
の
第
一
読
会
の
続
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決

さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
：
…
：
…
：
：
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
・
一
・
・
一

「
間
接
国
税
犯
則
者
処
分
法
中
改
正
法
律
案
」
の
日
程
追
加
動
議
に
よ
る
館

一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
・
…
：
一
・
・
・
一

「
戦
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。

な
お
同
法
案
に
は
那
覇
地
方
裁
判
所
管
内
に
宮
古
区
裁
判
所
及
び
八
重
山
区

一
一
一
一
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明
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肥

明
卵
・
３
．
９

明明明
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●●●
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2７２５２２

明
記
・
２
．
４

一
四

裁
判
所
を
設
立
す
る
規
定
あ
り
。
．
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：
…
一
二
一
一
一

「
沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
：
…
…
：
…
一
一
一
四

沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
二
関

ス
ル
法
律
案

裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変

更
一
一
脚
ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
一
一
関

ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

「
裁
判
所
設
立
廃
止
及
管
轄
区
域
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

統
。
読
会
省
略
の
動
雛
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
一
一
一
六

「
沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読

会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
・
一
二
七

「
沖
細
県
土
地
整
理
法
案
」
の
第
一
読
会
…
：
…
…
：
．
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
・
一
二
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
：
：
：
…
…
…
…
：
：
…
…
一
三
一

「
沖
細
県
土
地
整
理
法
案
」
の
鋪
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
鮒
三
読
会
、

採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
：
。
：
…
…
…
：
…
。
：
：
：
：
：
…
：
…
…
…
：
：
：
…
：
…
一
一
一
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
鋪
一
読
会
の
統
、
館
二
読
会
、
節

三
読
会
、
採
決
、
可
決

な
お
本
法
律
案
の
政
府
案
で
は
、
沖
細
県
に
関
し
て
は
特
に
規
定
が
な
か

っ
た
。
し
か
し
衆
議
院
で
は
、
こ
の
政
府
案
に
対
し
、
那
覇
区
、
首
里
区
、

島
尻
郡
、
中
頭
郡
、
国
頭
郡
か
ら
二
人
の
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
、
ま
た
「
此
ノ
法
律
〈
次
ノ
総
選
挙
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス
但
シ
沖
縄

雌
一
一
於
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
施
行
ノ
期
日
ヲ
定
ム
」
と
修
正
し
た
。
と
こ
ろ
が

貴
族
院
の
同
法
特
別
委
員
会
で
は
衆
議
院
修
正
案
を
再
び
賛
成
多
数
で
政
府

案
の
と
お
り
修
正
し
た
。
没
族
院
本
会
議
で
は
、
こ
の
委
員
会
修
正
に
対
し
、

委
員
会
で
少
数
だ
っ
た
委
員
が
、
衆
議
院
修
正
の
と
お
り
沖
縄
県
を
加
え
る

べ
し
と
の
意
見
開
陳
を
行
い
、
採
決
の
結
果
は
、
沖
縄
県
が
加
え
ら
れ
る
形
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１４

第
凹
面

餓
罪
Ｍ
同

第
哩
回

第
哩
向

第
Ｍ
回

鋪
Ｍ
同

明
犯
．
ｎ
．
妬

明
記
・
２
．
７

明
記
・
２
．
２

明
3３

１

２５

市
町
村
立
小
学
校
教
育
磯
国
庫
補

助
法
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

明
記
・
理
・
６

で
可
決
さ
れ
た
。
し
か
し
本
法
律
案
は
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分
以
外
の
修
正

個
所
に
つ
い
て
溌
衆
両
院
の
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
廃
案
に
な

っ
た
。
政
府
は
、
さ
ら
に
翌
年
同
法
律
案
を
帝
国
議
会
に
提
出
し
た
。
…
：
…
…
・
一
門
五

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
律

案
に
つ
い
て
は
明
治
三
十
三
年
一
月
二
十
五
日
に
開
か
れ
た
本
会
議
（
後
緬
廻

に
お
い
て
、
委
員
会
か
ら
沖
縄
県
に
関
し
て
は
特
例
を
設
け
る
修
正
案
が
提

出
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
り
論
議
が
交
わ
さ
れ
た
。
：
．
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
：
…
：
・
六
○

「
北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及
沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則
一
一
関

ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
．
プ
ョ
●
、
っ
一

市
町
村
立
小
学
校
教
育
我
国
庫
補

助
法
案

北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及

沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
雅
ノ
罰
則

一
一
関
ス
ル
法
律
案

北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及

沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則

一
一
関
ス
ル
法
律
案

市
町
村
立
小
学
校
教
育
性
同
応
附

助
法
案

「
北
海
道
区
町
村
会
議
員
総
代
人
及
沖
縄
県
区
会
議
員
等
選
挙
ノ
罰
則
一
一
関

ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、

可
決
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
一
六
三

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
挫
耐
庫
補
助
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
及
び
同
法

案
を
第
二
読
会
に
移
す
こ
と
の
決
定
。
な
お
本
法
律
案
に
つ
い
て
委
員
会
か

ら
、
沖
縄
県
の
場
合
ま
だ
府
県
制
が
施
行
さ
れ
て
い
ず
、
県
庁
で
財
産
の
神

理
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
本
法
に
基
づ
い
て
配
分
さ
れ
る
配
当
金
に
つ

い
て
は
文
部
大
臣
が
符
理
す
る
と
す
る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
論
議
が
交
わ
さ
れ
た
。
。
…
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
一
』
ハ
四

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
案
」
の
第
二
読
会
。
読
会
省
略
の

動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
・
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
．
…
・
一
し
○

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
一
七
五

一
五
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前
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ノ
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一
関
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案
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四

明
調
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肥

肌
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1４

商
法
施
行
前
一
一
避
記
ナ
キ
株
式
会

社
ノ
登
記
二
関
ス
ル
法
律
案

沖
細
県
土
地
盤
理
法
中
改
正
ノ
諦

願

服
く
認
・
２
．
鯛

〃

沖
縄
県
酒
類
州
港
税
則
中
改
正
法

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
業

両
院
協
議
会
成
案

（
日
程
追
加
）

一
唖
ハ

「
商
法
施
行
前
一
一
登
妃
ナ
キ
株
式
会
社
ノ
溌
記
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
館
一

読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
縄
県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
旧
商
法
当
時

沖
細
県
に
設
立
さ
れ
た
挫
工
銀
行
の
新
商
法
移
行
後
に
お
け
る
側
銀
行
の
薙

記
に
つ
い
て
経
過
措
徹
を
規
定
し
た
も
の
。
…
：
…
：
：
：
．
…
：
：
：
…
…
…
…
・
…
：
一
七
八

「
商
法
施
行
前
一
一
澄
記
ナ
キ
株
式
会
社
ノ
識
記
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
雛
一

読
会
の
続
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
・
七
九

首
里
区
字
隣
保
士
族
仲
吉
朝
愛
外
一
名
提
出
「
沖
純
県
土
地
推
理
法
中
改
正

ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ

て
の
意
見
排
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
：
．
…
…
・
…
：
一
八
○

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
、
第

三
読
会
、
採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
に
は
、
沖
細
県
の
場
合
那
刑
区
、
首

里
区
、
島
尻
郡
、
中
頭
郡
、
国
頭
郡
か
ら
二
人
の
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
し
、
ま
た
「
…
…
沖
細
県
二
付
テ
ハ
勅
令
ヲ
以
テ
別
一
一
施
行

ノ
期
日
ヲ
定
ム
」
と
の
条
項
が
規
定
さ
れ
た
。
（
後
掲
「
衆
議
院
議
員
選
挙

法
改
正
法
律
案
両
院
協
議
会
成
案
」
参
照
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
一
八
・

政
府
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
が
衆
議
院
で

修
正
さ
れ
、
さ
ら
に
衆
議
院
修
正
案
を
武
族
院
で
修
正
し
た
同
法
案
に
つ
き

両
院
協
議
会
で
協
議
の
結
果
成
案
を
得
、
同
成
案
を
貴
衆
両
院
が
可
決
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
本
法
案
は
成
立
し
た
。
後
掲
の
よ
う
に
こ
の
節
十
四
回
議
会

で
成
立
し
た
同
法
が
明
治
四
十
五
年
に
執
行
さ
れ
た
沖
縄
県
に
お
け
る
初
め

て
の
衆
議
院
識
員
選
挙
の
施
行
法
律
と
な
っ
た
。
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
一
八
五

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
一
八
七



〃

餓
手
胆
回

第
蛎
回

第
逓
回

〃〃〃

律
案（

他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
費
税
法
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（

他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
饗
税
法
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
弘
・
２
・
”

明
型
．
３
．
Ｍ

明
訓
・
３
．
妬

〃

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案

〃

「
砂
糖
消
投
税
法
案
」
の
節
一
読
会
の
統
・
特
別
委
員
会
に
再
付
託
…
：
…
…
．
．
：
一
九
禿

（
注
こ
れ
ら
増
税
案
に
関
し
貴
族
院
に
対
し
詔
勅
が
発
せ
ら
れ
、
こ
れ
を

受
け
て
委
員
会
群
査
が
終
了
し
た
。
こ
れ
ら
税
法
案
は
、
再
び
同
一
委

員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
）

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読

会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
：
．
：
…
：
：
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
・
一
九
六

一
七

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
独
税
法
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
…
：
…
：
…
：
…
…
一
九
一

「
砂
糖
消
費
税
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
…
…
：
：
：
…
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
一
九
一

（
注
浦
国
内
で
起
き
た
聯
件
に
関
し
日
本
を
含
む
列
強
が
兵
を
派
し
、
そ

の
戦
費
を
調
達
す
る
た
め
に
政
府
が
企
図
し
た
の
が
こ
れ
ら
税
法
に
よ

る
端
税
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
委
員
会
は
こ
れ
ら
全
税
法
を
否
決
す
べ

し
と
決
し
、
そ
の
質
疑
が
行
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
質
疑
応
答
中
詔

勅
が
発
せ
ら
れ
帝
国
議
会
は
十
日
間
の
停
会
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
）

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
特
別
委
員

会
に
再
付
託
…
…
：
：
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
一
九
五

「
砂
糖
消
費
税
法
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
：
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
：
一
八
八



明
弱
．
２
．
３

第
〃２０

回

餓
手
恥
回

第
珊
回

第
16

1向１

第
妬
回

第
逓
回

〃

沖
細
県
及
東
京
府
櫛
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法

律
案
非
常
特
別
税
法
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

明
３７
●

ﾉﾘ′３
●

２７

明
鎚
・
３
．
３

明
弱
．
２
．
通

明
詣
・
２
．
”

害
虫
駆
除
予
防
法
中
改
正
法
律
案

明
弘
・
咽
・
皿

〃

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
費
税
法
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

議
長
ノ
報
告

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
二
関
ス
ル
法

律
案

害
虫
駆
除
予
防
法
中
改
正
法
律
案

「
砂
糖
消
饗
税
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採

決
、
可
決
：
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
：
：
：
：
…
…
・
一
九
六

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
の
中
で
、
明
治
三
十
四

年
八
月
十
九
日
従
一
位
侯
爵
尚
泰
君
の
蕊
去
の
件
及
び
同
月
二
十
日
炎
族
院

が
弔
辞
を
贈
っ
た
旨
の
報
告
を
し
た
。
ま
た
同
月
三
十
一
日
、
正
四
位
侯
爵

尚
典
君
が
議
席
に
列
せ
ら
れ
た
旨
の
報
告
を
行
っ
た
。
．
…
…
：
：
…
…
…
・
…
…
…
二
○
五

「
害
虫
駆
除
予
防
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
は
、
沖
縄

県
に
適
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
改
正
案
に
よ
っ
て
沖
縄
県
に
も
適
用

し
よ
う
と
い
う
、
も
の
。
…
：
…
…
…
：
…
…
…
：
…
：
…
：
…
…
．
：
：
…
：
：
…
：
…
…
二
○
六

「
害
虫
駆
除
予
防
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動

議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
：
…
…
：
：
。
…
：
：
…
…
：
…
：
…
：
…
：
：
：
…
…
：
二
○
七

「
沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
烏
二
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
沖
細
県
の
場
合
租
税
の
鋤
羅
収
、
滞
納

に
関
し
て
は
旧
償
に
よ
っ
て
い
る
が
、
滞
納
の
場
合
の
旧
慣
が
惨
酷
な
も
の

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
法
案
に
よ
っ
て
本
土
並
承
に
改
め
よ
う
と
い
う
も

の
。
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
．
：
．
…
：
．
…
…
…
…
二
○
八

「
沖
縄
県
及
東
京
府
智
内
伊
豆
七
勝
二
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
：
…
：
一
一
○
九

「
非
常
特
別
税
法
案
」
、
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
、
「
沖
縄

県
滞
納
旧
租
延
納
法
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
こ
れ
ら
の
法
案
は
、
日
露
戦

八



〃

第
虹
回

第
〃２１

回

節
皿
回

節
〃２０

回

〃 〃 〃

沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案

沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（

右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）

市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補

助
法
及
教
育
基
金
令
二
依
ル
沖
縄

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

明
記
・
２
．
６

明
３７

〃１２

２８

明
師
・
旭
・
加

明
３７
●

'リノ３
●

２１１

律
案
沖
縄
県
滞
納
旧
租
延
納
法
案

（
右
三
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）非

常
特
別
税
法
案

沖
純
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
縄
県
滞
納
旧
紐
延
納
法
案

（
右
三
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）非

常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案

〃〃

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
及
教
育
基
金
令
一
一
依
ル
沖
縄
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
第
一
読
会
…
：
…
…
：
：
・
・
：
…
：
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
二
一
一
一
一

一
九

「
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
岡
法
案
中
に
は
、

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
、
「
砂
糖
消
費
税
」
の
増
徴
案
も
規
定
あ
り
。
…
…
…
…
二
一
八

「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
一
一
一
八

役
の
戦
費
調
達
の
た
め
国
民
の
負
担
増
加
を
図
る
こ
と
と
の
関
連
で
提
案
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
二
一

「
非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正

法
律
案
」
の
館
一
読
会
の
統
。
読
会
特
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可

決
…
：
…
・
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
一
一
一
一
○

「
非
常
特
別
税
法
案
」
、
「
沖
細
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
、
「
沖
細

県
滞
納
旧
租
延
納
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ

て
採
決
、
可
決
：
：
：
…
：
…
…
：
：
…
…
…
：
…
：
：
…
…
：
…
：
：
…
…
：
：
…
…
…
：
二
一
秀



〃〃

雛
型
回

雛
型
回

第
２１〃

回

〃 〃〃 〃

質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案

明
記
・
２
．
ｍ

明
記
・
２
・
器

″

明
犯
・
２
．
応

〃

古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案

質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

〃

砂
糖
消
挫
税
法
中
改
正
法
律
案

市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補

助
法
及
教
育
韮
金
令
二
依
ル
沖
細

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

額
ヲ
翌
年
度
二
繰
越
使
用
一
一
関
ス

ル
法
律
案

市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補

助
法
及
教
育
基
金
令
二
依
ル
沖
縄

県
ノ
配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残

額
ヲ
翌
年
度
二
繰
越
使
用
二
関
ス

ル
法
律
案

古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案

「
古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
は
従
来
沖
細

県
に
は
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
を
本
改
正
案
で
沖
縄
県
に
も
施
行
し
よ

う
と
い
う
も
の
。
．
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
二
一
一
一
一
一

「
質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
鋪
一
読
会
。
な
お
提
案
の
理
由
は
「
古

物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
と
同
じ
。
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
：
…
一
一
一
一
四

「
砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
：
：
二
二
四

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
及
教
育
基
金
令
一
一
依
ル
沖
縄
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
第
一
読
会
の
続
。
な
お
本
法
案
は
委
員
会
に
お
い
て
正
副
委
員
長
欠
席
の

ま
ま
可
決
さ
れ
、
本
会
議
に
お
い
て
は
委
員
の
一
人
が
委
員
会
の
結
果
等
を

報
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
議
長
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
議
院
規
則
や
先
例

に
違
背
す
る
と
し
て
本
案
を
議
事
延
期
に
し
た
。
：
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
・
一
一
二
五

「
古
物
商
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
、
「
質
屋
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第

一
読
会
の
続
。
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
・
…
：
：
…
…
…
・
一
一
二
七

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
。
読
会
省
略
の
動
議

が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
：
：
．
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
・
…
…
二
一
一
八

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
礎
国
庫
補
助
法
及
教
育
基
金
令
一
一
依
ル
沖
縄
県
ノ

配
賦
金
及
配
当
金
ノ
仕
払
残
額
ヲ
翌
年
度
一
一
繰
越
使
用
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」

の
第
一
読
会
の
続
。
動
議
に
よ
り
直
ち
に
第
二
読
会
、
第
三
読
会
が
開
か
れ

二

○



明
調
・
２
．
５

第
羽
回

第
羽
圃

第
塑
回

第
躯
阿

第
犯
回

第
虹
回

蝋
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案

明
如
・
３
．
，

明
如
・
２
．
邪

明
鈎
・
３
．
型

明
釣
・
２
．
７

民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案

朋
詑
・
２
．
”

沖
縄
県
皐
害
地
租
特
別
免
除
ノ
講

願蝋
予
防
一
一
開
ス
ル
法
律
案

額
ヲ
翌
年
度
二
繰
越
使
用
二
関
ス

ル
法
律
案

（
日
程
追
加
に
よ
る
上
程
）

沖
純
県
宮
古
八
重
山
両
郡
民
選
準

一
一
関
ス
ル
請
願

民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案

採
決
、
可
決
。
な
お
本
法
案
に
つ
い
て
は
前
の
本
会
議
で
手
続
上
、
議
院
規

則
や
先
例
に
違
背
す
る
と
議
事
延
期
に
な
っ
た
も
の
を
、
本
日
の
本
会
議
で

前
の
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
に
不
備
が
あ
っ
た
と
し
て
そ
れ
を
改
・

め
、
そ
の
上
で
日
程
に
追
加
し
、
議
決
し
た
も
の
。
…
…
．
：
：
．
…
…
…
…
：
：
…
：
二
一
一
・
一

島
尻
郡
摩
文
仁
間
切
米
須
村
平
民
農
山
田
栄
三
外
一
万
六
千
百
九
十
五
名
提

出
「
沖
縄
県
早
害
地
租
特
別
免
除
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願

に
は
費
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
番
、
及
び
質
疑
応
答
あ
り
。
…
…
…
二
三
一
一
一

「
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
、
従
来
沖

縄
県
に
お
い
て
は
土
地
所
有
権
が
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
不
動

産
上
の
権
利
に
関
す
る
民
法
の
規
定
は
施
行
し
な
い
と
す
る
除
外
規
定
が
設

け
ら
れ
て
い
た
が
、
沖
縄
県
土
地
整
理
法
等
の
施
行
に
伴
い
、
そ
の
除
外
規

定
を
削
除
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
：
：
…
…
…
：
・
二
一
一
一
六

「
民
法
施
行
法
中
改
正
法
律
案
」
の
館
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が

決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
．
…
三
・
一
七

宮
古
郡
平
良
間
切
西
仲
宗
根
士
族
没
大
村
寛
城
外
二
名
提
出
「
沖
縄
県
宮
古

八
頓
山
両
郡
民
選
挙
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は

貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
：
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
二
一
》
・
八

「
瓢
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は
、
蝋
の
検

診
、
予
防
施
設
等
に
つ
い
て
は
沖
縄
県
の
場
合
国
庫
負
担
と
す
る
規
定
あ

り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
二
三
九

「
瀬
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決

さ
れ
て
採
決
、
可
決
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
：
…
…
…
：
：
：
．
…
…
・
…
…
…
一
一
四
五

一
一
一



明
姐
・
２
．
吃

第
型
回

第
2４

１１１１

第
〃２４

回

第
塑
凹

第
型
回

第
塑
回

第
型
回

〃

〃

明
虹
・
１
．
”

明
似
・
３
．
３

明
似
・
２
．
”

明
４１
■

〃２
●

１８

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

府
県
制
中
改
正
法
律
案

朋
虹
・
２
．
８

明
型
．
１
．
劃

一
一
一
一

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
は
、
従
来
沖
縄

県
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
本
改
正
案
に
よ
っ
て
施
行
し
よ
う
と

い
う
も
の
。
そ
の
理
由
は
官
民
有
の
区
分
、
境
界
等
の
調
査
が
ぼ
ぼ
終
了
し

た
か
ら
と
し
て
い
る
。
．
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
・
…
・
…
・
二
四
七

「
国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が

決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
：
…
…
・
…
：
…
・
…
：
：
…
…
二
四
九

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
…
…
：
：
：
：
…
：
…
…
：
一
一
五
一
一

沖
細
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
二
関

ス
ル
法
律
案

府
県
制
中
改
正
法
律
案

沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
二
側

ス
ル
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

砂
糖
消
挫
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
烏
伊
豆

七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
…
…
…
：
：
…
：
…
…
：
…
…
：
…
・
…
…
…
・
…
…
：
…
…
：
：
…
一
一
五
七

「
沖
細
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本
法
案
は
、
前
掲
の
砂
糖
消
費
税
の
増
税
案
と
一

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
従
来
沖
縄
県
に
つ
い
て
は

府
県
制
が
実
施
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
改
正
案
に
よ
っ
て
そ
の
実
施
を

す
る
と
と
も
に
、
本
土
同
様
に
府
県
制
を
尖
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
条
項

に
つ
い
て
は
特
例
を
設
け
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
：
…
：
：
：
…
：
…
：
：
：
：
：
：
：
…
一
一
五
四

「
沖
細
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本

法
案
は
前
掲
の
「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
の
関
連
法
案
・
…
…
・
…
：
…
…
：
…
…
一
一
五
五

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
庫
補
助
一
一
関
ス
ル

法
律
案
」
の
節
一
統
会
の
統
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
二
庇
五



〃

第 第第
２５２５２５

回回回

雛
型
伽

〃 〃

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案
沖
細
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆

七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
二
関
ス
ル

法
律
案

沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法

律
案（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）砂

糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

沖
縄
膿
確
災
救
助
基
金
法
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

明明明
4２４２４２

３３３

１５６２

明
似
・
３
．
ｍ

〃

括
議
題
と
な
っ
た
酒
造
税
法
の
中
に
あ
っ
た
沖
縄
県
そ
の
他
の
地
域
に
は
酒

造
税
は
適
用
し
な
い
と
い
う
条
項
が
削
除
さ
れ
、
沖
縄
県
に
も
酒
造
税
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
と
の
関
係
で
提
案
さ
れ
る
も
の
で
、
酒
造
税

を
沖
細
県
に
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
と
税
額
が
本
土
並
象
に
高
く
な
る
と
こ
ろ

か
ら
そ
の
緩
和
を
図
ろ
う
と
い
う
も
の
。
本
法
案
の
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明

か
ら
前
掲
の
酒
造
税
法
の
内
容
が
分
か
る
と
こ
ろ
か
ら
酒
造
税
法
に
つ
い
て

は
割
愛
し
た
。
…
…
…
…
：
。
…
：
：
：
：
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
…
…
…
…
：
一
一
六
五

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
・
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
一
一
』
ハ
六

「
沖
細
県
及
東
京
府
小
笠
原
勝
伊
豆
七
陽
一
一
於
ケ
ル
澗
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
及
び
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
。

読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
一
一
』
ハ
セ

法
律
案

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
：
…
…
．
：
：
：
…
：
…
…
：
…
：
二
六
九

「
沖
縄
県
擢
災
救
助
基
金
法
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
．
：
二
七
一

「
砂
糖
消
伐
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
一
一
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
：
…
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
…
…
：
：
：
．
…
…
・
…
…
…
一
一
七
一
一

（
後
掲
三
月
二
十
二
日
の
「
砂
糖
消
我
税
法
中
改
正
法
律
案
両
院
協
議
会
成

案
」
参
照
）

一
一
一
一
一



明
妃
・
３
．
妬

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
恥
回

節第
２６２６

剛回

第
妬
回

沖
細
県
諸
禄
処
分
法
案

明
狸
・
３
．
四

明明
４３４３
●●

３２
■●

４２１１

明
４３
●

２

１６

明
姻
・
３
・
”

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
両

院
協
議
会
成
案

明
鐙
・
３
．
狸

朋
妃
・
３
．
９

明
“
・
３
．
７

那
覇
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
二
引

継
ク
亦
二
関
ス
ル
法
律
案

沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関

ス
ル
法
律
案

糖
業
保
謹
政
策
一
一
関
ス
ル
請
願

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
法
案
と
一
括
議
題
）

沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案

沖
縄
県
擢
災
救
助
基
金
法
案

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
第
一
読
会
：
：
：
…
：
…
：
：
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
二
八
七

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
節
一
読
会
の
統
、
節
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
．
．
…
…
…
．
：
…
…
…
…
。
：
…
：
：
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
二
八
九

「
沖
細
県
諸
禄
処
分
法
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、

採
決
、
可
決
…
…
。
：
：
…
…
…
…
：
．
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
・
…
…
・
…
…
…
：
二
九
一

鹿
児
島
県
大
島
郡
天
城
村
平
民
砂
糖
業
芝
田
文
照
外
八
十
八
名
提
出
「
糖
業

保
謹
政
紫
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
本
請
願
に
は
溌
族
院
の
内
閣

総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
得
あ
り
。
な
お
本
請
願
の
提
出
者
は
奄
美
大
島
在
住

な
る
も
本
県
の
糖
業
と
も
密
接
な
関
連
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
．
．
…
・
…
…
一
・
九
四

「
那
覇
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
一
一
引
継
ク
事
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読

会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
一
一
九
丘

「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
本

法
律
案
は
、
地
租
条
例
及
び
国
税
徴
収
法
の
施
行
に
伴
い
、
旧
仙
時
代
の
地

二
四

「
沖
縄
県
羅
災
救
助
基
金
法
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が

決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
一
一
八
一

衆
議
院
か
ら
提
出
さ
れ
貴
族
院
で
修
正
さ
れ
た
同
法
案
は
再
び
衆
議
院
に
送

付
さ
れ
た
が
、
衆
議
院
は
貴
族
院
の
修
正
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
同

法
案
は
両
院
協
識
会
に
移
さ
れ
、
両
院
協
議
会
で
は
協
議
の
結
果
、
貴
族
院

修
正
の
と
お
り
決
さ
れ
た
。
同
法
案
の
両
院
協
議
会
成
案
は
貴
衆
両
院
で
同

意
さ
れ
成
立
し
た
。
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
：
…
二
八
一
一
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
：
：
…
…
…
：
：
：
：
：
：
：
…
：
：
二
八
四



明
“
・
３
．
４

第
妬
回

第
妬
回

第
”
回

第
”
回

鮒
”
回

〃 〃 〃

〃

明
“
・
２
．
８

明
娼
・
３
．
”

明
４３
●

３

１７

内
国
産
粗
糖
二
対
シ
補
助
金
下
付

一
一
関
ス
ル
請
願

肌
“
・
２
．
３

〃 〃

「
沖
縄
県
農
工
銀
行
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読
会
省

略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
：
．
．
…
・
・
一
○
・
一
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
：
：
…
…
・
・
・
○
五

二
五

衆
議
院
繊
貝
逃
雅
法
改
正
ノ
消
願

沖
縄
県
二
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関

ス
ル
法
律
案

那
覇
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
二
引

継
ク
事
一
一
関
ス
ル
法
律
案

砂
糖
消
盤
税
法
中
改
砿
ノ
請
願

沖
細
県
挫
工
銀
行
補
助
二
関
ス
ル

法
律
案

沖
純
県
農
工
銀
行
補
助
一
一
関
メ
ル

法
律
案

砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案

租
六
十
万
余
円
の
滞
納
分
が
事
実
上
徴
収
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
を

免
除
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
一
一
九
六

「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
・
読

会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
…
．
．
：
：
二
九
七

「
那
覇
港
修
築
工
事
ヲ
沖
縄
県
一
一
引
継
ク
事
一
一
閃
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読

会
の
続
・
読
会
省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
・
…
：
…
・
…
：
：
：
…
…
…
．
．
一
一
九
九

沖
縄
糖
商
同
業
組
合
長
仲
吉
朝
助
外
三
百
二
十
七
名
及
び
其
和
志
村
挫
嘉
数

松
助
外
四
名
提
出
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
ノ
請
願
・
一
の
採
決
、
採
択
。
な

お
本
諦
願
に
は
斑
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
樽
あ
り
。
…
：
…
…
・
…
…
三
○
○

鹿
児
島
糖
商
同
業
組
合
組
長
安
田
為
僧
外
十
一
名
提
出
「
内
国
産
粗
糖
一
一
対

シ
補
助
金
下
付
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
本
諦
願
に
は
蚤
族
院
の

内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
灘
あ
り
。
な
お
本
請
願
の
提
出
者
は
鹿
児
島
蝶

在
住
な
る
も
本
県
糖
業
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
．
…
…
：
三
○
一

具
志
川
村
平
民
股
神
村
吉
郎
外
六
名
提
出
「
衆
議
院
議
員
選
雑
法
改
正
ノ
諦

願
」
の
採
決
、
採
択
。
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見

緋
あ
り
。
な
お
本
諦
願
の
願
意
は
、
沖
縄
県
の
衆
議
院
議
員
定
数
二
人
（
選

挙
は
未
だ
実
施
さ
れ
ず
）
を
五
人
に
改
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
。
…
…
…
・
・
・
○
二

「
沖
縄
県
挫
工
銀
行
補
助
二
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
：
：
…
：
…
…
…
…
：
．
・
・
・
○
・
一



〃

第
”
回

第
”
回

第
”
回

〃〃 〃

明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
廃

止
法
律
案

内
国
粗
糖
生
産
費
補
助
金
下
付
ノ

請
願

明
“
・
３
．
喝

明
“
・
３
．
皿

明
坐
・
３
．
６

内
国
粗
糖
生
産
費
補
助
金
下
付
ノ

請
願

〃 〃

砂
糖
政
策
一
一
関
ス
ル
請
願

糖
業
保
護
二
関
ス
ル
請
願

明
治
二
十
三
年
法
律
第
百
三
号
廃

止
法
律
案

一
一
一
ハ

「
明
治
二
十
三
鐘
法
律
第
百
三
号
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法

案
は
、
商
法
破
産
編
の
規
定
を
沖
縄
県
に
施
行
し
な
い
と
い
う
明
治
二
十
三

年
法
律
第
百
三
号
を
廃
止
し
て
、
沖
縄
県
に
も
商
法
破
産
編
を
施
行
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
も
の
。
…
…
：
…
…
…
…
．
．
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
○
』
ハ

香
川
県
大
川
郡
白
鳥
村
平
民
農
鎌
田
虎
太
郎
外
四
十
六
名
提
出
「
砂
糖
政
策

一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
本
請
願
に
は
愛
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣

あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
な
お
本
請
願
の
提
出
者
は
香
川
県
在
住
な
る
も
本
県

糖
業
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
…
…
・
…
・
…
…
…
…
：
：
…
三
○
七

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
潮
見
町
鹿
児
島
糖
商
同
業
組
合
副
組
長
海
江
剛
金
次
郎

外
九
名
提
出
「
内
国
粗
糖
生
産
費
補
助
金
下
付
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。

本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
な
お
本
請
願

の
提
出
者
は
鹿
児
島
県
在
住
な
る
も
本
県
糖
業
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
採
録
し
た
。
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…
．
：
．
：
…
…
．
：
…
…
…
一
一
一
○
八

大
島
郡
砂
糖
同
業
組
合
組
長
富
田
嘉
則
提
出
「
糖
業
保
誰
一
一
関
ス
ル
請
願
」

の
採
決
、
採
択
。
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
識
あ

り
。
な
お
本
請
願
の
提
出
者
は
、
奄
美
大
島
在
住
な
る
も
本
県
糖
業
と
密
接

な
関
連
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
採
録
し
た
。
．
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
一
一
一
○
八

「
明
治
二
十
一
一
一
年
法
律
第
百
三
号
廃
止
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
。
読
会

省
略
の
動
議
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可
決
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
…
三
○
九

那
砺
区
沖
縄
糖
商
同
業
組
合
長
仲
吉
朝
助
及
び
西
原
村
平
民
農
玉
那
覇
娠
善

外
二
十
三
名
提
出
「
内
国
粗
糖
生
産
澱
補
助
金
下
付
ノ
詰
願
」
の
採
決
、
採

択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
：
：
三
一
○



明
“
・
３
．
妬

第
釦
回

第
犯
回

第
配
回

第
羽
回

第
”
回

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

明
妬
・
３
．
認

大
２
．
３
．
Ⅳ

明
妬
・
３
．
卯

明
妬
・
３
．
９

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
両
院
協
議
会
成
案

（
日
程
追
加
）

裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス

ル
法
律
案

（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

「
裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法

案
に
は
宮
古
区
裁
判
所
及
び
八
敢
山
区
裁
判
所
の
廃
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
…
三
二

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

「
砂
糖
消
蟹
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
（
本
法
案
は
貴
族
院
で
修
正
議
決
さ
れ
、
衆
議
院
に
回

付
さ
れ
た
が
、
衆
議
院
は
貴
族
院
の
修
正
に
同
意
し
な
か
っ
た
。
衆
議
院
か

ら
両
院
協
議
会
で
本
法
案
に
つ
い
て
の
協
議
を
し
た
い
と
の
締
求
を
し
た
が

会
期
と
の
関
係
で
廃
案
に
な
っ
た
。
）
：
…
・
…
：
：
…
…
：
：
：
…
・
…
…
…
：
：
…
：
．
一
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
中
に

は
沖
縄
鼎
で
初
め
て
行
わ
れ
る
衆
議
院
議
員
選
挙
に
関
し
て
の
規
定
や
従
来

・
一
人
と
な
っ
て
い
た
定
数
を
四
人
に
改
め
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
：
…
…
・
…
三
一
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、

第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
。
な
お
別
表
中
の
沖
縄
県
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、

炎
族
院
で
修
正
議
決
さ
れ
た
。
（
炎
族
院
で
修
正
議
決
さ
れ
た
本
法
律
案
は

衆
議
院
に
回
付
さ
れ
た
。
し
か
し
衆
議
院
で
は
貴
族
院
の
修
正
に
同
意
せ

ず
、
結
局
両
院
協
議
会
の
協
議
に
付
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
両
院
協
議
会
に
お

い
て
も
協
議
が
調
わ
ず
、
採
決
の
結
果
衆
議
院
の
案
が
両
院
協
議
会
成
案
と

決
さ
れ
た
。
後
掲
の
よ
う
に
蚤
族
院
は
こ
の
両
院
協
識
会
の
成
案
を
否
決
す

る
に
至
り
、
本
法
案
は
廃
案
と
な
っ
た
。
）
：
：
．
…
：
…
…
：
…
…
：
：
：
：
…
…
：
：
三
一
七

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
両
院
協
議
会
成
案
」
の
会
議
。
前
掲

の
と
お
り
採
決
の
結
果
は
否
決
…
…
…
：
…
…
…
．
．
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
：
一
一
一
一
九

二
化



大
２
．
３
．
型

第
諏
回

第
釦
回

第
釦
回

第
釦
向

第
諏
回

第
３７

Iql

第
〃３９

同

大
５
．
２
．
岨

大
５
．
２
．
９

火
２
．
３
．
妬

大
２
．
３
．
躯

批
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
二
関
ス

ル
法
律
案

（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
法
案
と
一
括
議
題
）

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
、
他
の
法
案
と
一
括

議
題
）

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案

大
６
．
７
．
８

″

大
５
．
２
．
詔

二
八

「
裁
判
所
廃
止
及
名
称
変
更
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
館
一
読
会
の
続
、
第
二

読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
一
一
一
・
一
一
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
衆

議
院
か
ら
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
本
会
議
に
上
程
さ
れ
ず
廃

案
と
な
る
。
同
法
案
中
に
は
沖
縄
県
の
選
挙
区
及
び
定
数
の
改
正
あ
り
。
…
：
：
：
三
・
一
一
・
一

「
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法

案
は
「
撒
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
紫
色
で
、
同
法
が
施
行
さ
れ
た
当
時
沖
細
県

に
は
府
県
制
が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
救
潅
費
、
検
診
に
関
す

る
費
用
は
国
庫
負
担
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
府
県
制
の
施
行
に
伴
い
、
他

府
県
並
象
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
…
・
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
一
一
・
一
一
一
一
一

「
明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二

読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
：
…
：
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
：
．
…
…
…
：
：
一
一
一
・
・
一
四

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
及
び
「
大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改

正
法
律
案
」
（
裁
判
所
管
轄
区
域
一
一
関
ス
ル
法
律
）
の
第
一
読
会
。
な
お
こ

れ
ら
の
法
案
は
大
正
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
平
良
区
裁
判
所
の
復
活
と
そ
の
櫛

轄
区
域
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
三
・
一
一
丘

明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改

正
法
律
案

裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案

大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改
正
法

律
案（右

二
件
は
一
括
議
題
）

明
治
四
十
年
法
律
第
十
一
号
中
改

正
法
律
案

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は
必
か
年
間

沖
細
県
に
は
同
法
を
施
行
し
な
い
旨
の
規
定
あ
り
。
：
：
：
：
…
…
…
…
…
：
…
。
：
：
三
・
一
六

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
鋪
一
読
会
の
続
、
第
二
碗
会
、
鋪
三
読

会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
。
…
…
…
…
：
：
：
…
：
：
：
…
・
…
三
一
八



大
６
．
７
．
咽

″

第
狐
回

館
４０

Ｍ

第
如
回

館
調
Ⅲ

第
釣
向

第
〃３９

匹Ｉ

裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案

大
正
二
年
法
律
第
九
号
巾
改
正
法

律
案（右

二
件
は
一
括
議
題
）

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案

大
７
．
３
．
胴

大
７
．
３
．
８

大
６
．
７
．
Ｍ

火
６
．
７
．
通

貴
族
院
令
中
改
正
案

大
８
．
３
．
ｍ

沖
細
県
二
於
ケ
ル
所
得
税
法
実
施

延
期
ノ
請
願

衆
議
院
議
員
選
準
法
中
改
正
法
律

案 賢
族
院
令
中
改
正
案

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
大
正
二
年
の

改
正
で
沖
縄
県
に
は
同
法
を
五
か
年
間
施
行
し
な
い
と
規
定
さ
れ
た
が
、
こ

れ
を
さ
ら
に
五
か
年
間
延
長
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
し
か
し
会
期
と
の
関
係

で
廃
案
と
な
っ
た
。
．
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
一
一
一
九

首
里
区
山
川
町
士
族
銀
行
業
謹
得
久
朝
惟
外
八
十
一
名
提
川
「
沖
純
雌
一
一
於

ケ
ル
所
得
税
法
実
施
延
期
ノ
請
願
」
及
び
本
請
願
に
関
す
る
貴
族
院
の
内
閣

総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
は
、
前
掲
「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
が
特
別

委
負
会
で
群
在
中
の
た
め
、
離
聯
延
期
の
動
議
が
拠
出
さ
れ
採
決
さ
れ
な
か

っ
た
。
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
四
○

「
貴
族
院
令
中
改
正
案
」
の
会
議
。
政
府
委
員
の
説
明
。
な
お
同
改
正
案
に

は
沖
細
兇
か
ら
多
額
納
税
者
議
員
を
選
出
す
る
旨
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い

為
。
従
来
は
地
方
制
度
が
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
選
出
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
。
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
・
一
一
一
四
一

「
費
族
院
令
中
改
正
案
」
の
節
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採

決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
三
Ｗ
．
．
．

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は

沖
縄
県
の
選
挙
区
及
び
定
数
の
改
正
が
あ
り
、
定
数
は
従
来
の
二
人
か
ら
五

人
と
な
っ
て
い
る
。
後
掲
の
よ
う
に
同
法
案
は
可
決
さ
れ
、
翌
大
正
九
年
の
二
九

「
裁
判
所
ノ
設
立
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
及
び
「
大
正
二
年
法
律
第
九
号
中
改

正
法
律
案
」
の
館
一
統
会
の
統
。
読
会
省
略
の
動
識
が
決
さ
れ
て
採
決
、
可

決
・
…
・
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
．
．
…
…
三
一
一
一
七



大
９
．
２
．
通

〆〆

第
“
回

第
狸
回

第
虹
回

第
〃４４

回

第
“
回

卵
鯛
回

明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
脚
号

中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
、
他
の
増
税
法
案
と

一
括
議
題
）

議
長
ノ
報
告

大
９
．
皿
・
詔

大
９
．
７
．
”

大
９
．
７
．
Ｍ

市
制
中
改
正
法
律
案

町
村
制
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
識

大
８
．
３
．
妬

大
１０
●

〃３
●

１６

選
挙
か
ら
適
用
さ
れ
た
。
…
：
…
：
…
…
：
：
…
：
：
…
：
：
：
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
三
四
五

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、

第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
：
：
：
…
…
・
…
．
：
一
一
一
五
一
一
一

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お

同
法
案
は
、
従
来
沖
縄
県
の
酒
造
税
率
は
本
土
の
三
分
の
一
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
本
土
並
承
に
す
る
こ
と
の
改
正
。
同
法
案
は
翌
十
四
日
も
引
続
き
第

一
読
会
が
開
か
れ
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
が
、
特
に
沖
縄
関
係
の
質
疑

は
な
か
っ
た
。
同
法
案
は
会
期
と
の
関
係
で
不
成
立
・
…
：
：
…
：
：
：
：
…
：
…
…
．
：
一
一
一
五
七

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お

同
法
案
は
前
掲
の
と
お
り
前
会
期
で
成
立
し
な
か
っ
た
も
の
を
改
め
て
本
会

期
に
提
出
し
た
も
の
。
．
．
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
…
：
…
．
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
一
一
一
五
九

「
明
治
四
十
一
年
法
律
節
一
一
十
四
号
中
改
正
法
律
案
」
の
雛
一
読
会
の
続
、

第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
・
…
…
…
：
…
：
…
：
：
．
：
…
：
…
…
…
・
…
…
一
一
一
六
○

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案明
治
四
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
の
中
で
、
大
正
九
年
九

月
二
十
二
日
従
二
位
勲
四
等
侯
藤
尚
典
君
の
蕊
去
の
件
及
び
同
月
一
一
十
六
日

貴
族
院
が
弔
辞
を
贈
っ
た
旨
の
報
告
を
し
た
。
ま
た
同
年
十
月
一
一
十
日
、
正

五
位
侯
爵
尚
昌
蒋
が
議
席
に
列
せ
ら
れ
た
旨
の
報
告
を
行
っ
た
。
…
…
：
．
…
…
…
三
六
一
一

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。

な
お
「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
に
は
、
沖
縄
県
の
区
（
那
珊
区
、
首
里
区
）

を
廃
し
て
市
に
す
る
場
合
の
経
過
規
定
、
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
に
は
、

三

○



大
１０
●

〃３

２６

第
“
回

第
〃４６

回

第
〃４６

回

第
妬
回

第
〃４４

回

市
制
中
改
正
法
律
案

町
村
制
中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
他
の
法
案
と
一
括
議

題
）

軍
人
恩
給
法
中
改
正
ノ
請
願

（
他
の
同
趣
旨
請
願
と
一
括
議

題
）

都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案

明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

大
1２

１２

１２

火
１２
●

′ｌ/３
●

２５

大
’２
●

ﾉｳ′３
●

１９

大
ｎ
．
３
．
弱

題
Ｌ三

都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案

明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案

（
右
二
件
は
一
括
議
題
）

議
長
ノ
報
告

議
長
は
、
議
事
日
程
に
入
る
前
の
「
議
長
ノ
報
告
」
の
中
で
、
大
正
十
二
年

六
月
十
九
日
正
四
位
侯
爵
尚
昌
君
の
卒
去
の
件
及
び
同
月
二
十
三
日
貴
族
院

が
弔
辞
を
贈
っ
た
旨
の
報
告
を
し
た
。
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
：
：
：
：
…
・
一
一
一
七
一

那
覇
市
高
橋
町
陸
軍
歩
兵
中
尉
大
見
謝
恒
亭
外
四
十
一
名
提
出
「
軍
人
恩
給

法
中
改
正
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
費
族
院
の
内
閣
総

理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
一
一
一
六
』
ハ

「
都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
上
号

中
改
正
法
律
案
」
（
地
方
税
制
限
一
一
関
ス
ル
法
律
案
）
の
第
一
読
会
。
な
お

両
法
案
の
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分
は
、
従
来
沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
地
租
附

加
税
に
関
し
特
別
の
税
率
を
定
め
て
い
た
が
、
こ
れ
を
他
府
県
並
ぶ
に
し
よ

う
と
い
う
も
の
。
：
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
．
：
…
…
・
・
一
一
一
六
七

「
都
市
計
画
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
明
治
四
十
一
年
法
微
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可

Ｌ
Ｌ〃
…
・
…
…
：
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
三
六
九

従
来
同
法
に
、
沖
縄
県
に
は
同
法
を
施
行
せ
ず
と
規
定
し
て
い
た
特
例
規
定

を
削
り
、
沖
縄
県
に
も
本
土
同
様
な
町
村
制
を
施
行
す
る
旨
の
規
定
が
含
ま

れ
て
い
る
。
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
一
一
一
六
・
一

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
一
‐
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

続
、
第
一
一
読
会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
一
一
一
六
四



〃

蛾
千
田
回

鉱
不
副
凹

第
副
向

第
副
回

〃〃

沖
縄
分
蜜
糖
業
保
謹
二
関
ス
ル
請

願

大
通
・
２
．
型

大
晦
・
３
．
昭

大
晦
・
３
．
肥

大
妬
・
３
．
認

黒
穂
、
白
下
棚
澗
投
税
免
除
一
一
関

ス
ル
請
願

〃

府
県
制
中
改
正
法
律
案
外
六
件

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
．
括
議

題
）酒

造
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
盤
理
法
案
と
一
括
雛

農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
ば
、
沖
縄
県

に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
が
窮
乏
状
態
に
あ
る
た
め
同
法
案
に
よ
っ
て
引
き
上

げ
ら
れ
る
酒
税
の
税
率
を
適
川
し
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。
た
だ
し
、
沖
細

県
か
ら
県
外
に
移
出
す
る
場
合
の
分
に
つ
い
て
は
そ
の
適
朋
を
す
る
規
定
が

含
ま
れ
て
い
る
。
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
三
七
一
一

那
珊
市
沖
純
雌
股
会
長
地
井
光
政
提
出
「
黒
糖
、
白
下
糖
消
挫
税
免
除
一
一
関

ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣

あ
て
の
意
見
像
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
上
。
一
一

那
珊
市
沖
縄
県
挫
会
長
池
井
光
政
提
出
「
抑
細
分
蜜
糖
業
保
護
一
一
関
ス
ル
請

願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の

惣
兇
謀
あ
り
。
…
：
…
：
：
：
…
・
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
四

「
挫
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
に
は
、
従

来
挫
業
倉
庫
の
受
寄
物
が
穀
物
と
繭
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
を
沖
純
地
方
の

砂
糖
に
つ
い
て
も
受
寄
物
と
す
る
こ
と
と
し
、
同
地
方
に
艇
業
倉
庫
を
設
腫

し
て
地
域
の
振
興
に
寄
与
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
改
正
条
項
が
含
ま

れ
て
い
る
。
．
．
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
七
四

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
外
六
件
の
第
一
読
会
。
な
お
こ
れ
ら
法
案
に
対

す
る
質
疑
応
答
中
、
高
橋
琢
也
君
（
勅
選
議
員
・
元
沖
縄
県
知
事
）
の
沖
縄

鼎
の
疲
弊
の
状
況
、
従
来
の
政
府
の
沖
細
県
に
対
す
る
施
策
の
批
判
、
将
来

に
お
け
る
沖
縄
県
へ
の
救
済
等
の
質
疑
あ
り
。
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
・
一
一
一
七
五

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
一
一
読
会
、
第
・
一
一
読

会
、
採
決
、
可
決
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
…
：
：
…
三
八
一
一
一

一
心

一
一



昭
２
．
３
．
９

″

第
〃５２

回

挫
卵
副
回

坐
郎
卵
回

第
記
回

第
〃５２

回

〃

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
雌
理
法
案
と
一
括
議

題
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
理
法
案
と
一
括
議

題
）

昭
和
四
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案

並
昭
和
四
年
度
各
特
別
会
計
歳
入

歳
出
予
算
案
外
一
件

大
晦
・
３
．
別

昭
４
．
３
．
脂

昭
２
．
３
．
Ⅳ

″

題
）農

業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案

沼
６
．
３
．
２

〃

軍
人
傷
淡
記
章
令
中
改
正
即
行
ノ

大
正
十
五
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算

案
並
大
正
十
五
年
度
各
特
別
会
計

歳
入
歳
出
予
算
案
外
一
件

「
農
業
倉
庫
業
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
：
…
…
：
…
・
…
・
…
…
：
：
：
。
：
…
…
．
：
：
…
…
…
…
…
：
：
：
一
一
一
八
盃

「
大
正
十
五
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
並
大
正
十
五
年
度
各
特
別
会
計
歳
入

歳
出
予
算
案
」
外
一
件
の
委
員
長
報
告
後
に
お
け
る
大
城
兼
義
君
（
多
額
納

税
者
議
員
）
の
、
沖
縄
県
の
窮
状
、
そ
の
原
因
、
沖
縄
救
済
に
つ
い
て
の
質

疑
及
び
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
…
．
：
：
…
：
…
：
：
：
…
・
一
一
八
六

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」

の
鋪
一
読
会
。
な
お
「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
は
、
同
税
の
減

税
規
定
、
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」
に
は
国
内
糖
保
謹
の
た
め
の
規

定
あ
り
。
。
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
一
一
一
九
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」

の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
…
：
…
：
：
：
：
…
四
○
一

「
昭
和
四
年
度
歳
入
歳
出
総
予
算
案
並
昭
和
四
年
度
各
特
別
会
計
歳
入
歳
出

予
算
案
」
外
一
件
の
委
員
長
報
告
後
に
お
け
る
大
域
兼
義
君
（
多
額
納
税
者

議
員
）
の
、
政
府
が
行
お
う
と
す
る
地
租
及
び
営
業
収
益
税
の
地
方
委
譲
に

対
し
、
沖
縄
県
等
を
例
に
あ
げ
、
貧
弱
県
と
密
裕
県
の
間
に
は
ま
す
ま
す
絡

差
が
拡
が
る
の
で
反
対
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
の
質
疑
及
び
そ
れ
に
対
す
る

政
府
の
答
弁
…
…
…
…
：
。
：
…
：
：
：
：
…
…
…
…
…
：
．
…
…
：
…
…
…
…
：
：
…
：
…
四
○
脂

那
覇
市
垣
花
町
幾
宮
里
樽
外
五
名
提
出
「
軍
人
傷
痩
記
章
令
中
改
正
即
行
ノ

ー
一
一
一
一
一



昭
６
．
３
．
”

第
的
回

第
砺
回

第
鎚
回

第
弱
回

第
弱
回

第
弱
回

第
二
期
森
林
治
水
事
業
実
施
一
一
関

ス
ル
請
願

昭
１１
●

５
●

'2４

昭
９
．
２
・
加

昭
７
．
９
．
４

昭
６
．
３
．
四

一
時
金
疲
兵
恩
給
法
中
改
正
ノ
諦

願
（
他
府
県
か
ら
も
同
趣
旨
の
請
願

多
数
あ
り
。
）

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案

（
日
程
追
加
、
他
の
減
税
法
案
と

一
括
議
題
）

沖
縄
県
振
興
計
画
案
促
進
ノ
請
願

沼
６
．
３
．
４

請
願（
他
府
県
か
ら
も
同
趣
旨
の
請
願

多
数
あ
り
。
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
減
税
法
案
と
一
括
議
題
）

「
砂
糖
消
避
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
第
二
読
会
、
第
三
‐

読
会
、
採
決
、
可
決
…
…
…
…
：
…
…
：
…
・
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
。
…
：
四
一
九

沖
細
県
一
一
国
立
水
産
学
校
設
立
ノ

請
願

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
、
ロ
ン

ド
ン
海
軍
条
約
の
成
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
財
源
と
の
関
係
で
減
税
を
行
お
う

と
い
う
も
の
。
同
法
案
は
三
月
五
日
、
六
日
、
七
日
、
八
日
に
わ
た
っ
て
第

一
読
会
が
開
か
れ
、
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
…
：
…
：
…
：
…
：
：
：
：
…
：
：
四
一
四

那
珊
市
垣
花
町
挫
富
里
樽
外
五
名
提
出
「
一
時
金
縦
兵
恩
給
法
中
改
正
ノ
請

願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
諸
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の

意
見
書
あ
り
。
…
：
…
：
…
：
：
：
：
…
…
：
：
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
：
：
．
…
…
…
…
四
一
八

那
澗
市
天
妃
町
新
聞
記
者
仲
吉
良
光
外
百
二
十
七
名
提
出
「
沖
縄
県
振
興
計

画
案
促
進
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総

理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
四
二
一

首
里
市
金
城
町
一
丁
目
八
番
地
官
吏
挫
田
信
勝
外
二
十
名
提
出
「
沖
縄
県
二

国
立
水
産
学
校
設
立
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院

の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
：
．
．
…
…
…
・
…
…
…
…
：
．
…
…
・
…
…
四
一
一
一

国
頭
郡
大
宜
味
村
大
字
大
宜
味
平
民
山
城
東
栄
外
六
十
一
名
提
出
「
第
二
期

森
林
治
水
事
業
実
施
一
一
関
ス
ル
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は

三
四

請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て

の
意
見
醤
あ
り
。
．
．
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
一
一
一
一



昭
蛎
・
２
．
”

第
沌
回

節
、
回

節
〃７５

回

節
〃７５

回

第
拓
回

兵
役
義
務
者
及
傷
湊
軍
人
待
遇
改

善
ノ
請
願

昭
廻
・
２
．
通

昭
胆
・
２
．
肥

昭
１５
●

'6′３
●

２５

昭
１５
■

〃３
●

１１目Ｉ

酒
税
法
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
備
・
増
税
法
案
と

一
括
識
題
）

酒
税
法
案

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
税
制
整
備
・
増
税
法
案
と

一
括
議
題
）

沖
縄
県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
格

引
上
一
一
関
ス
ル
諸
願

（
他
府
膿
か
ら
も
同
趣
旨
の
諦
願

多
数
あ
り
。
）

国
務
大
臣
ノ
演
説
二
関
ス
ル
件

三

諒

小
久
保
喜
七
君
（
勅
選
議
員
）
の
国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
問
中
、
衆

議
院
議
員
選
挙
違
反
被
疑
者
と
し
て
与
那
原
署
に
召
喚
さ
れ
た
東
風
平
村
在

住
野
原
亀
三
に
対
す
る
警
察
官
の
凌
辱
、
暴
行
、
拷
問
問
題
に
対
す
る
質
疑

及
び
そ
れ
に
対
す
る
政
府
の
答
弁
…
…
・
…
・
…
…
…
…
・
・
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
四
二
一
一
一

那
覇
市
西
新
町
三
丁
目
七
番
地
士
族
幸
喜
必
興
提
出
「
兵
役
義
務
者
及
傷
庚

軍
人
待
遇
改
善
ノ
請
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お
本
請
願
に
は
費
族
院
の
内

閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
四
三
○

宮
古
郡
下
地
村
字
来
間
三
番
地
農
大
浦
明
栄
外
四
万
百
十
五
名
提
出
「
沖
縄

県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
絡
引
上
一
一
関
ス
ル
諦
願
」
の
採
決
、
採
択
。
な
お

本
請
願
に
は
貴
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
書
あ
り
。
：
：
…
…
・
…
・
…
…
四
三
一

「
酒
税
法
案
」
及
び
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な

お
、
こ
れ
ら
の
税
法
は
支
那
事
変
の
長
期
化
に
伴
い
各
税
法
の
整
備
と
増
税

の
た
め
政
府
か
ら
提
案
さ
れ
た
も
の
で
「
酒
税
法
案
」
に
お
い
て
は
沖
縄
県

の
酒
類
造
石
税
の
特
例
を
設
け
、
ま
た
「
砂
糖
消
挫
税
法
中
改
正
法
律
案
」

に
お
い
て
は
約
二
割
の
増
税
と
従
来
色
相
に
よ
っ
て
課
税
し
て
き
た
方
法
を

製
造
方
法
に
よ
っ
て
課
税
す
る
方
法
に
改
め
る
規
定
を
置
い
て
い
る
。
…
…
・
…
：
四
三
二

「
酒
税
法
案
」
及
び
「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の

続
、
第
一
一
読
会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
：
：
…
…
…
：
…
：
…
：
：
…
…
：
。
…
．
：
四
一
一
一
六

没
族
院
の
内
閣
総
理
大
臣
あ
て
の
意
見
習
あ
り
。
…
…
：
…
…
：
：
…
…
…
…
：
：
：
四
二
一
一



昭
１９
●

１２
●

2７

第
両
回

第
師
回

鋪
師
凹

鰯
師
回

第
別
回

第
８４

回

第
副
回

第
釦
回

鋪
”
回

昭
１６

１１
●

2０

昭
１６
●

１１
●

1９

昭
加
・
６
．
９

昭
加
・
３
．
Ⅲ

酒
税
等
ノ
増
徴
等
二
関
ス
ル
法
律

案砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案

（
他
の
増
税
法
案
と
一
括
議
題
）

所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正

法
律
案

昭
1９

２
◆

５

昭
１９
●

１
●

2！〕

膿
・
２
．
別

昭
咽
・
２
．
超

総
理
大
臣
の
戦
局
の
推
移
説
明
と

こ
れ
に
対
す
る
政
府
の
所
信

所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
下

法
律
案

海
蛎
大
臣
の
戦
況
報
告

酒
税
等
ノ
増
徴
等
二
関
ス
ル
法
律

案総
理
大
臣
の
戦
局
の
推
移
説
明
及

一
一
一
坐
ハ

「
酒
税
等
ノ
増
徴
等
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
臨

時
軍
事
費
や
戦
時
体
制
強
化
の
た
め
増
税
さ
れ
る
も
の
で
、
同
法
案
中
に
は

「
砂
糖
消
饗
税
」
の
改
正
も
含
ま
れ
、
前
年
の
改
正
か
ら
、
さ
ら
に
二
割
の

増
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
…
…
。
：
…
…
…
・
四
一
一
一
八

「
酒
税
等
ノ
増
徴
等
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
の
雛
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、

第
三
読
会
、
採
決
、
可
決
…
：
…
…
…
…
…
：
：
：
：
…
・
…
：
…
…
…
：
。
…
…
：
…
…
四
四
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案
は
戦
力
増

強
の
た
め
瑚
税
さ
れ
る
も
の
で
約
二
割
の
増
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
…
…
…
…
四
四
三

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
続
、
第
二
読
会
、
第
三

読
会
、
採
決
、
可
決
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
．
：
…
…
：
…
…
…
：
…
：
…
…
…
：
四
四
五

「
所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
。
な
お
同
法
案

は
戦
時
財
政
支
出
に
対
応
す
る
た
め
の
諸
税
の
増
税
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
中
に
沖
細
県
に
つ
い
て
特
例
を
設
け
た
「
酒
税
法
」
及
び

「
砂
糖
消
饗
税
法
」
の
改
正
も
含
ま
れ
、
約
二
割
の
増
税
と
な
っ
て
い
る
。
…
…
四
四
七

「
所
得
税
法
外
二
十
九
法
律
中
改
正
法
律
案
」
の
第
一
読
会
の
統
、
鈍
二
読

会
、
第
一
一
一
読
会
、
採
決
、
可
決
：
…
：
…
：
：
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
：
。
…
：
…
：
四
四
八

米
内
海
軍
大
臣
の
戦
況
報
告
中
、
昭
和
十
九
鐘
一
月
十
日
の
米
耶
の
沖
縄
県

に
対
す
る
空
襲
（
十
・
十
空
襲
）
に
つ
い
て
の
報
告
あ
り
。
…
：
…
：
…
：
…
…
…
四
五
○

小
磯
総
理
大
臣
の
戦
局
の
推
移
説
明
に
対
す
る
質
疑
応
縛
中
、
沖
細
県
等
内

地
か
ら
食
職
を
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
離
島
の
食
糧
問
題
に
つ
い
て
の
質

疑
応
答
…
：
：
…
．
：
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
…
…
：
：
…
…
：
…
：
…
…
…
…
．
：
…
：
：
四
五
一
一

鈴
木
総
理
大
臣
の
戦
局
の
推
移
説
明
中
、
憂
慮
す
べ
き
段
階
に
立
ち
至
っ
た



〃

第
８９

k１１

節
朋
回

〃 〃

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
外
一
件

（
日
程
追
加
）

昭
２０
●

1２

１４

昭
２０
●

1２

１２

〃

海
軍
大
臣
の
戦
況
報
告

び
信
念
の
披
漉

陸
軍
大
臣
の
戦
況
報
告

沖
縄
の
戦
局
に
つ
い
て
の
説
明
：
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
…
：
…
四
丘
四

阿
南
陸
軍
大
臣
の
戦
況
報
告
中
、
わ
が
軍
が
遂
に
首
里
、
那
覇
か
ら
撤
収
し

戦
線
を
後
方
に
整
理
す
る
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
こ
と
等
に
つ
い
て
の
報
告

あ
り
。
．
．
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
・
…
．
．
…
．
．
…
・
…
…
・
・
・
…
…
…
…
四
五
七

米
内
海
軍
大
臣
の
戦
況
報
告
中
、
沖
縄
周
辺
海
域
に
お
け
る
米
艦
船
に
与
え

た
損
害
等
に
つ
い
て
の
報
告
あ
り
。
…
…
：
…
…
…
…
：
：
：
…
…
：
…
：
…
：
：
…
：
四
五
九

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説

明
。
同
改
正
案
に
は
沖
縄
県
の
定
数
を
「
五
人
」
か
ら
「
二
人
」
に
、
ま
た

沖
縄
県
及
び
北
海
道
庁
根
室
支
庁
管
内
国
後
郡
、
択
捉
郡
等
に
つ
い
て
は
勅

令
を
も
っ
て
定
め
る
ま
で
は
選
挙
を
行
わ
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
。
．
…
…
…
…
：
四
』
ハ
○

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
委
員
長
報
告
。
な
お
同

案
は
同
日
可
決
・
…
…
．
：
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
…
…
…
四
六
五

七

衆
議
院
識
員
選
拳
法
中
改
正
法
律

案
外
一
件

（
日
程
追
加
）



予
算
委
員
会

○
貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録

議
会
一
年
月
日

鮒
４
回
一
明
記
・
２
．
妬

第
６
回
一
明
”
・
６
．
２

第
８
回
一
明
記
・
２
．
７

第
９
回
一
明
”
・
２
．
妬

注
配
列
は
、
「
帝
国
議
会
貴
族
院
委
員
会
議
事
速
記
録
」
の
掲
載
順
に
よ
る
。

予
算
委
員
会 委

員
会

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会

審
議
の
要
旨

八

明
治
二
十
六
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
槽
の
「
沖
細
県
諸
禄
」
予
算
額
、

内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補
助
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
各
雛
鳥

航
海
盤
補
助
」
予
算
額
、
歳
入
経
常
部
の
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
予
算

額
、
「
沖
細
県
地
方
収
入
」
予
算
額
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
：
…
四
七
五

予
算
委
員
第
六
科
報
告
書
中
の
明
治
一
一
十
七
年
度
予
算
追
加
案
逓
信
省
所
管

継
続
没
「
沖
紐
電
僑
線
新
築
没
」
の
予
算
額
及
び
期
間
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
七
六

明
治
一
一
十
八
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
地
方
費
」
予
算

額
、
大
蔵
省
所
管
の
「
沖
縄
県
諸
禄
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
税
品
取
扱
饗
」

予
算
額
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
没
補
助
」
予
算
額
、
「
沖
縄

県
各
離
島
航
海
費
補
助
」
予
算
額
、
歳
入
経
常
部
の
「
沖
縄
県
酒
類
出
港

税
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
地
方
収
入
」
予
算
額
、
予
算
外
国
庫
の
負
担
と
な

る
べ
き
契
約
を
要
す
る
も
の
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
澱
補
助
」
の
契
約
に
係

る
予
算
額
と
期
間
：
。
…
：
。
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
：
四
七
七

予
算
案
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
沖
縄
の
地
方
制
度
の
若
干
の
改
良

の
た
め
費
用
増
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
並
び
に
明
治
一
一
十
九
年
度

予
算
案
中
、
内
務
省
所
櫛
の
「
沖
細
県
地
方
費
」
予
算
額
、
大
蔵
省
所
管
の



明
釦
・
２
・
”

第
昭
回

第
廻
回

第
廻
回

第
廻
回

第
叩
回

第第
１０１０

回回

第
叩
回

第
９
回

予
算
委
員
会

明
犯
・
２
．
６

明
記
・
１
．
”

助
瓢
・
６
．
６

明
証
・
６
．
叩

予
算
委
員
会

明明
３０３０
●○

２２
●●

2７２３

明
釦
・
３
．
浬

明
朗
・
２
．
”

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

予
算
委
員
会

明
治
二
十
九
年
度
予
備
金
支
出
ノ

件
外
三
件
特
別
委
員
会

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会
（
第
三
科
）

予
算
委
員
会

一
‐
沖
純
県
諸
禄
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
税
品
取
扱
饗
」
予
算
額
…
…
…
…
・
…
：
：
四
上
九

明
治
二
十
九
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補

助
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
各
離
島
航
海
壁
補
助
」
予
算
額
、
歳
入
経
常
部
の

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
予
算
額
、
「
沖
織
県
地
方
収
入
」
予
算
額
、
予
算

外
国
庫
の
負
担
と
な
る
べ
き
契
約
を
要
す
る
も
の
の
「
沖
縄
県
各
離
島
航
海

費
補
助
」
の
契
約
に
係
る
予
算
額
と
期
間
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
：
：
：
：
…
…
四
八
○

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
臨
時
沖
縄
県
地
方
費
」
予
算

額
及
び
同
予
算
額
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
（
内
容
は
地
役
人
二
、
四
○
○
余

人
中
一
、
六
九
九
人
を
減
ず
る
と
い
う
、
も
の
）
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
．
…
：
四
八
一

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
椿
の
「
沖
細
県
諸
禄
」
予
算
額
…
…
・
…
：
四
八
二

明
治
三
十
年
度
予
算
案
中
、
歳
入
経
常
部
の
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
予
算

額
と
同
税
の
賦
課
方
法
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
、
「
船
税
」
予
算
額
と
同

税
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
、
及
び
「
沖
細
県
地
方
収
入
」
予
算
額
：
…
・
・
…
：
：
：
：
四
八
一
一
一

沖
縄
県
の
将
来
に
お
け
る
県
治
の
方
向
と
し
て
旧
慣
を
温
存
す
る
か
改
革
す

る
か
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
及
び
「
勧
業
群
堂
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
…
：
…
四
八
四

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
の
土
地
整
理
費
と
の
関
係
で
土
地

盤
理
の
将
来
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
四
八
八

明
治
一
一
十
九
年
度
予
備
金
支
出
の
件
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
の
地
役

人
に
支
払
う
俸
給
の
支
払
い
方
法
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
：
：
…
：
：
：
四
九
○

明
治
三
十
一
年
度
追
加
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
地
方
没
」
予

算
額
及
び
同
予
算
の
説
明
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
四
九
一

明
治
三
十
二
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
継
県
地
方
費
」
予
算
額
、三
九



明
犯
・
１
・
”

』
弟
昭
回

第
昭
回

第
過
回

第
追
回

第
咽
回

第
喧
回

第
昭
回

第
咽
回

予
算
委
員
会

明
犯
・
２
．
９

明
犯
・
２
．
８

明
胡
・
１
．
岨

明
蛇
・
３
．
８

明
犯
・
１
．
焔

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

明
躯
・
１
．
６１

明
銘
・
１
．
⑫

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会
（
第
一
科
）

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会
（
第
三
科
）

四
○

大
蔵
省
所
管
の
「
沖
総
県
諸
禄
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
税
品
取
扱
費
」
予
算

額
…
…
…
．
．
…
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
四
九
一
一

明
治
三
十
一
一
年
度
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補
助
」

予
算
額
、
「
沖
細
県
各
離
島
航
海
費
補
助
」
予
算
額
、
大
蔵
省
所
符
の
「
沖

縄
県
土
地
整
理
費
」
予
算
額
、
歳
出
臨
時
部
大
蔵
省
所
管
の
「
沖
縄
県
土
地

整
理
没
」
の
翌
年
度
繰
越
使
用
説
明
：
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
…
・
…
：
：
四
九
一
一
一

明
治
三
十
一
一
年
度
予
算
案
中
、
歳
入
経
常
部
の
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
予

算
額
、
「
沖
細
県
船
税
」
予
算
額
、
「
沖
細
県
地
方
収
入
」
予
算
額
：
…
：
：
…
…
：
四
九
四

明
治
三
十
二
年
度
追
加
予
算
案
中
、
内
務
省
所
管
「
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補

助
」
予
算
額
、
「
沖
細
県
各
離
島
航
海
盤
補
助
」
予
算
額
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
四
九
五

明
治
三
十
二
年
度
予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
の
土
地
難
理
斐

に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
：
：
：
：
四
九
五

明
治
三
十
二
年
度
予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
の
税
品
価
格

（
当
時
沖
細
の
納
税
は
物
納
）
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
、
「
過
砂
糖
売
却
代
」

に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
、
及
び
大
蔵
省
所
管
の
「
沖
縄
県
土
地
整
理
費
」
予

算
額
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
。
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
四
九
六

明
治
三
十
一
一
年
度
予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
「
沖
縄
県
庁
賛
」
に
対

す
る
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
：
…
…
：
：
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
…
：
：
：
．
：
…
四
九
七

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
が
同
法
の

適
用
除
外
に
な
っ
て
い
る
理
由
及
び
士
族
が
保
有
す
る
公
俄
へ
の
課
税
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
：
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
．
：
：
…
・
閥
九
八

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
』
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
、
北
海

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委

員
会

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
特
別
黍



明
調
・
１
．
咽

第
廻
回

第
唄
回

第
四
回

第
咽
回

第
１４

回

第
辿
回

沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
一
一
関

ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
会

沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
特
別
委
員

会沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
特
別
委
員

会衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

特
別
委
員
会

明
記
・
２
．
７

明
犯
・
２
．
弱

明
犯
・
２
．
泌

明
犯
・
３
．
６

予
算
委
員
第
三
分
科
会

明
詔
・
１
．
超

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
逐
条
審
議
中
、
同
法
を
沖
細
県
に

施
行
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
討
論
、
採
決
（
本
委
員
会
で
は
、
沖
縄
県

を
除
く
案
が
多
数
を
占
め
た
が
、
本
会
議
で
は
沖
細
県
に
関
す
る
規
定
を
設

け
る
べ
し
と
す
る
委
員
会
に
お
け
る
少
数
意
見
が
認
め
ら
れ
、
可
決
さ
れ

た
。
し
か
し
沖
縄
県
に
関
す
る
部
分
以
外
の
修
正
個
所
で
溌
衆
両
院
の
意
見

が
対
立
し
、
結
局
本
法
律
案
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
）
：
：
…
．
．
…
…
：
：
：
…
…
…
丘
○
八

明
治
三
十
三
年
度
予
算
案
中
、
大
蔵
省
所
管
の
「
沖
縄
喋
諸
禄
」
予
算
額
、

「
沖
縄
県
税
品
取
扱
没
」
予
算
額
、
歳
出
臨
時
部
大
蔵
省
所
管
の
「
沖
細
県

土
地
整
理
蟹
」
予
算
額
、
歳
入
経
常
部
の
「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
」
予
算

額
、
「
沖
細
県
地
方
収
入
」
予
算
額
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
圧
・
一

明
治
三
十
三
年
度
予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
「
地
方
視
学
費
」
と

の
関
係
に
お
け
る
沖
純
、
北
海
道
に
お
け
る
地
方
視
学
を
他
府
県
よ
り
増
設

し
た
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
、
並
び
に
内
務
省
所
管
の
「
沖
縄
県
地
方

役
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
先
島
航
海
徴
補
助
」
予
算
額
、
「
沖
縄
県
各
離
島
航
四
一

貝
会

予
算
委
貝
鋪
一
分
科
会

道
、
小
笠
原
等
に
在
勤
す
る
官
吏
に
従
来
課
税
し
て
い
た
所
得
税
の
課
税
を

し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
然
：
．
：
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
四
九
九

「
沖
縄
県
砂
糖
買
上
制
度
廃
止
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の

趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
：
：
…
…
…
：
…
：
：
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
五
○
○

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
…
…
五
○
一

「
沖
縄
県
土
地
整
理
法
案
」
の
逐
条
審
議
、
採
決
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
通
○
六



明
記
・
２
．
皿

第
畑
回

第
咽
回

第
妬
回

第
巧
回

第
哩
回

第
Ｍ
回

雛
皿
回

沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島

一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法

律
案
特
別
委
員
会

朋
錦
・
２
．
肥

朋
鎚
・
３
．
６

明
弱
・
１
．
認

明
劉
・
３
・
巧

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

特
別
委
員
会

明
記
・
２
．
８

助
鎚
・
１
．
”

市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補

助
法
案
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案

特
別
委
員
会

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
外
七
件

特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
三
分
科
会

酒
造
税
法
、
砂
糖
消
費
税
法
の
増
税
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
…
…
…
：
…
：
：
…
…
五
二
○

予
愉
誰
莱
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
に
対
し
長
年
月
に
わ
た
っ
て
「
地

方
戦
亡
と
し
て
国
費
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑

応
溶
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
：
：
…
…
：
…
：
…
五
一
一
一
四

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
奄
美
大
島
の
糖
業
改
良
の
た
め
の
補
助
金

の
交
付
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
（
沖
縄
県
と
関
連
す
る
部
分
あ
り
。
）
・
…
…
…
：
…
五
三
四

「
沖
縄
県
及
東
京
府
管
内
伊
豆
七
島
一
一
於
ケ
ル
国
税
徴
集
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
…
…
…
…
：
…
．
：
．
…
五
四
五

四
二

海
費
補
助
」
予
算
額
、
予
算
外
国
庫
の
負
担
と
な
る
べ
き
契
約
を
要
す
る
も

の
の
中
の
「
沖
縄
県
先
島
航
海
費
補
助
」
及
び
「
沖
縄
県
各
離
島
航
海
費
補

助
」
に
係
る
各
条
項
…
：
…
：
…
．
：
：
…
：
…
…
…
：
…
…
：
：
…
：
…
：
…
…
…
：
．
…
五
一
一
一
一

「
市
町
村
立
小
学
校
教
育
費
国
庫
補
助
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
本

法
に
よ
る
沖
縄
県
へ
の
配
当
金
が
県
に
下
付
さ
れ
ず
、
文
部
大
臣
に
よ
っ
て

管
理
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
：
．
…
：
…
…
：
：
五
一
六

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、

質
疑
応
答
。
な
お
同
法
案
に
は
那
珊
区
、
首
里
区
、
島
尻
郡
、
中
頭
郡
、
国

頭
郡
を
一
選
挙
区
と
し
二
人
の
議
員
を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
が
あ

る
。
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
一
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
改
正
法
律
案
」
の
質
疑
応
答
、
採
決
：
…
…
…
…
…
…
・
…
五
一
九



明
記
・
２
．
Ⅳ

第
加
向

第
副
回

第
瓢
回

第
創
回

第
２１

回

第
塑
回

第
瓢
回

第
塑
回

第
躯
回

第
型
回

明
鉛
・
２
．
釦

明
訂
・
３
．
”

明
訂
・
哩
・
妬

明
３７
●

l２
ｑ

２１

明
訂
・
皿
・
別

明
師
・
哩
・
妬

予
算
委
員
会

明
詑
・
２
．
別

明
鉛
・
３
．
妬

明
調
・
２
．
別

非
常
特
別
税
法
案
外
十
一
件
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
政
府
委
員
に
よ
る

「
沖
縄
県
酒
類
出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
沖
縄
蝶
滞
納
旧
租
延
納

法
案
」
に
つ
い
て
の
説
明
…
：
…
…
：
：
：
：
：
…
…
：
：
：
：
…
：
：
…
…
：
…
：
…
…
：
五
四
七

明
治
三
十
七
年
度
追
加
予
算
の
内
務
省
所
櫛
に
対
す
あ
政
府
委
只
の
説
明

中
、
沖
縄
県
「
地
方
費
」
の
追
加
分
に
つ
い
て
の
説
明
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
．
…
五
四
八

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
「
沖
細
県
地
方
収
入
」
並
び
に
沖
細
県
関

係
予
算
費
目
の
区
分
方
法
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
．
：
五
四
九

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
等
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
同
法
の
改
正
が

沖
縄
県
の
砂
糖
生
産
者
等
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
五
五
○

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
等
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
「
沖
細
県
酒
瓶

出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
’
一
と
の
係
わ
り
に
お
け
る
泡
盛
の
醸
造
高
、
本
土

産
消
酒
の
流
通
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
．
：
…
・
…
・
…
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
五
厘
一

明
治
一
一
一
十
三
年
度
決
算
の
逓
信
省
所
管
に
対
す
る
分
科
会
主
査
の
報
告
中
、

那
朋
郵
便
電
信
局
の
蚊
地
購
入
に
係
る
措
侭
に
つ
い
て
の
報
告
…
・
…
：
…
…
…
…
五
五
二

「
災
害
地
地
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県

の
皐
答
の
際
の
同
法
適
用
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
．
：
…
…
…
。
：
…
…
・
…
五
五
一
一

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
に
登
記
所
を
設
慨
す
る
こ
と
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
：
：
…
：
…
：
…
…
：
：
：
…
：
・
五
圧
六

明
治
一
一
一
十
九
年
度
追
加
予
算
の
司
法
省
所
管
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明

中
、
沖
縄
県
に
不
動
産
登
記
法
を
施
行
す
る
経
費
に
つ
い
て
の
説
明
：
…
…
：
…
：
五
五
六

予
算
案
の
股
商
務
樹
所
管
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
沖
細
県
に
お
け

る
製
糖
改
良
費
計
上
の
理
由
に
つ
い
て
の
説
明
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
・
…
：
。
：
…
・
瓦
丘
九

四
三

決
算
委
員
会

非
常
特
別
税
法
案
外
十
一
件
特
別

委
員
会

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
外

七
件
特
別
委
員
会

非
常
特
別
税
法
中
改
正
法
律
案
外

七
件
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
一
分
科
会

予
算
委
員
第
二
分
科
会

災
害
地
地
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律

案
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
二
分
科
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会



明
如
・
２
．
妬

第
２４

回

第
塑
向

第第第
２４２３２３

回回回

第
調
回

第
調
回

第
調
回

鮒
２３

回

第
塑
回

第
犯
向

予
算
委
員
節
五
分
科
会

朋
狸
・
２
．
妬

叩
く
虹
・
２
・
妬

明明朋
４１４０４０
●●●

２３３
●●●

2４１５１４

朋
如
・
３
．
⑫

朋
如
・
３
．
５

蝋
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
特
別
委

員
会
輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法

律
案
特
別
委
員
会

明
如
・
２
．
砧

明
卵
・
２
．
鯉

明
釣
・
２
．
浬

予
算
委
員
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

右
に
同
じ

右
に
同
じ

予
算
委
員
第
三
分
科
会

予
算
委
員
雛
三
分
科
会

四
四

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
遠
洋
漁
業
奨
励
法
と
の
関
係
に
お
け
る
沖

縄
県
の
厳
船
建
造
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
：
…
：
…
互
丘
九

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
細
県
に
新
設
さ
れ
る
糖
業
試
験
場
の
将
、

来
の
糖
業
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
．
：
…
…
…
．
：
…
…
…
・
（
』
ハ
ー

明
治
三
十
九
年
度
追
加
予
算
の
内
務
省
所
管
に
対
す
る
第
三
分
科
会
の
主
査

報
告
中
、
沖
縄
県
中
学
校
等
風
害
に
よ
る
復
旧
澱
の
支
出
に
つ
い
て
の
報
告

の
部
分
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
…
…
…
…
…
丘
』
ハ
三

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
細
県
の
糖
業
改
良
の
災
怖
及
び
柚
山
に

つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
：
：
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
：
…
五
六
四

「
願
予
防
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
細
県
等
へ
の
療

養
所
の
設
置
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
：
…
…
・
…
…
：
…
：
…
：
…
：
：
：
…
：
：
江
六
六

「
輸
入
原
料
砂
糖
戻
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
鱒
中
、
台

湾
、
沖
縄
、
大
島
等
の
国
内
産
糖
の
現
況
、
将
来
見
通
し
等
に
つ
い
て
の
質

疑
応
答
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
．
．
…
…
…
…
…
…
万
六
八

右
に
同
じ
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
．
：
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
五
七
九

右
に
同
じ
・
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
：
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
：
圧
八
三

明
治
四
十
一
年
度
予
算
案
の
内
務
省
所
管
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説
明

巾
、
那
珊
港
の
築
港
予
算
及
び
沖
縄
県
の
道
路
へ
の
補
助
に
つ
い
て
の
趣
旨

説
明
…
．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
：
圧
八
六

明
治
四
十
一
年
度
予
算
案
の
内
務
省
所
管
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明

中
、
沖
縄
県
の
「
道
路
改
修
費
」
に
つ
い
て
の
趣
旨
説
明
…
：
…
…
…
：
…
：
．
…
：
丘
八
七

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
に
糖
業
試
験
場
を
設
腫
す
る
必
要

予
算
委
員
第
五
分
科
会

予
算
委
貝
第
五
分
科
会



明
姻
・
２
．
昭

』
弟
泌
回

第
別
回

第
型
回

第
型
回

碑
離
別
回

第
型
回

明
虹
・
３
．
７

明
狐
・
１
．
”

明
虹
・
２
．
瓢

明
狐
・
２
．
四

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
特
別

委
員
会

明
型
・
１
．
”

性
、
沖
縄
県
の
糖
業
の
現
況
及
び
砂
糖
官
営
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
・
…
圧
八
八

こ
れ
ま
で
沖
縄
県
へ
の
施
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
国
有
林
野
法
を
沖
縄
県
へ

施
行
す
る
た
め
の
同
法
の
改
正
案
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説
明
及
び
質

疑
応
答
：
：
…
…
…
…
：
…
：
：
：
：
…
…
…
…
・
…
：
：
…
：
：
…
…
：
…
…
…
：
…
：
…
・
五
八
九

国
有
林
野
法
の
本
県
施
行
に
伴
う
改
正
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
応
溶
及
び
採

決
…
…
…
…
：
．
…
…
…
：
…
…
．
：
…
…
…
・
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
六
○
・
一
一

「
府
県
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
沖
縄
県
ノ
負
担
及
国
雌
補
助
一
一
関
ス
ル

法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
。
な
お
両

法
案
は
、
こ
れ
ま
で
沖
純
県
に
そ
の
施
行
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
府
県
制
を
沖

縄
に
も
施
行
す
る
こ
と
と
、
府
県
制
の
改
正
に
伴
い
従
来
の
沖
縄
県
に
対
す

る
国
庫
負
担
に
関
す
る
特
例
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う
も
の
。
：
：
…
…
：
：
：
…
…
：
六
一
八

「
砂
糖
消
澱
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
同
法
の
改
正

が
沖
縄
県
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
：
：
…
…
…
…
…
…
：
…
：
恥
ハ
一
九

「
酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
従
来
沖
縄
県
へ
の

施
行
が
停
止
さ
れ
て
い
た
同
法
の
本
改
正
に
よ
る
沖
縄
県
へ
の
施
行
に
当
た

っ
て
の
条
項
上
の
確
認
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
及
び
採
決
、
並
び
に
「
砂
穂

消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
同
法
の
改
正
が
沖
縄

県
等
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
及
び
採
決
…
：
：
…
…
…
…
：
：
：
…
：
六
一
一
・
一

「
沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆
七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル
法
律

案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
、
「
沖
縄
県
酒
類

出
港
税
則
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、

採
決
及
び
「
酒
母
、
諺
及
麹
取
締
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
四
五

国
有
林
野
法
中
改
正
法
律
案
特
別

委
員
会

府
県
制
中
改
正
法
律
案
外
一
件
特

別
委
員
会

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
外
五
件

特
別
委
員
会

酒
造
税
法
中
改
正
法
律
案
外
五
件

特
別
委
員
会

沖
縄
県
及
東
京
府
小
笠
原
島
伊
豆

七
島
二
於
ケ
ル
酒
造
税
一
一
関
ス
ル

法
律
案
外
四
件
特
別
委
員
会



明
姻
・
２
．
妬

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
妬
回

第
２６

回

第
妬
回

沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
特
別
委
員

明
“
・
３
．
２

明
妃
・
３
．
２

明
妃
・
２
．
詔

明
狸
・
２
．
配

沖
縄
県
羅
災
救
助
基
金
法
案
特
別

委
員
会

予
算
委
貝
鋪
迩
分
科
会

明
娼
・
３
．
１

朋
姻
・
２
．
妬

明
姐
・
３
．
昭

地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
外
十
六

件
特
別
委
員
会

地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
外
十
六

件
特
別
委
員
会

地
租
条
例
中
改
正
法
律
案
外
十
六

件
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

四
六

の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
…
…
…
…
…
：
…
…
．
：
．
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
六
一
一
六

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
及
び
奄
美
大
島
の
「
糖
業
改
良

聯
と
の
那
業
内
容
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
六
一
一
一
二

「
沖
縄
県
擢
災
救
助
華
金
法
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑

応
答
、
採
決
：
…
…
…
：
…
：
．
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
六
一
一
一
五

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
籍
中
、
沖
細
県
等
の
「
糖
業
改
良
郷
と
中
の
「
郡

業
費
」
、
「
奨
励
饗
」
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
．
…
…
…
：
…
…
：
…
：
六
五
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
故
障
の
多
い
沖
縄
経
由
本
土
・
台
湾
間
の

海
底
電
線
と
、
八
頭
山
・
台
湾
間
の
複
線
と
し
て
の
海
底
髄
線
の
新
設
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
・
…
…
：
：
：
…
：
…
…
。
：
…
…
：
…
…
…
：
…
：
…
：
：
六
五
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
今
回
の
改
正

が
白
砂
糖
の
消
費
税
の
承
を
下
げ
、
黒
糖
の
消
費
税
を
下
げ
な
い
理
由
、
台

湾
産
砂
糖
と
沖
縄
産
黒
糖
と
の
競
合
問
題
、
黒
糖
の
消
挫
税
の
減
税
等
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
…
：
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：
：
…
六
五
五

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
討
論
（
政
府
が
昨
年
の
よ
う

に
台
湾
の
黒
糖
に
保
謹
を
与
え
る
な
ら
沖
細
県
等
の
黒
糖
の
消
挫
税
を
下
げ

る
修
正
が
必
要
だ
が
台
湾
の
黒
糖
に
保
謹
を
与
え
ぬ
な
ら
ば
政
府
原
案
に
養

成
す
る
と
い
う
趣
旨
の
討
論
）
…
：
：
…
…
…
・
…
…
。
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
六
六
一

「
砂
糖
消
饗
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
修
正
案
の
提
出
、
同
修
正
案

の
説
明
（
黒
砂
糖
の
消
我
税
を
下
げ
為
修
正
牢
参
、
修
正
案
の
採
決
（
否
決
）
、

原
案
の
採
決
（
可
決
）
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
。
：
…
六
六
二

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
…
…
六
六
六



明
“
・
２
．
６

第
２８

回

第
妬
回

第
”
回

第
２７

向

餓
手
”
回

第
”
回

第
妬
回

第
妬
回

明
“
・
３
．
，

明
妬
・
３
．
昭

明
“
・
３
．
９

「
沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
、
討
論
、
採
決
…
…
…
…
…
。
：
六
八
○

明
姻
・
３
．
Ⅳ

明
姻
・
３
．
肥

明
姻
・
３
．
３

明
“
・
３
．
昭

「
沖
細
県
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の

趣
旨
説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
：
：
：
…
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
：
．
…
・
…
…
…
：
。
…
六
八
九

「
明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
中
改
正
法
律
案
」
（
「
地
方
税
制
限
二
関

ス
ル
法
律
」
）
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨
説
明
（
沖
縄
県
に
対
す
る
県
制

施
行
に
伴
う
措
侭
）
・
…
…
・
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
：
：
…
…
・
…
：
…
：
…
・
六
九
○

「
沖
縄
県
農
工
銀
行
補
助
一
一
関
ス
ル
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
趣
旨

説
明
、
質
疑
応
答
、
採
決
：
：
：
：
…
…
：
：
…
…
：
．
：
…
：
…
…
…
：
：
…
・
…
…
…
…
六
九
一
一

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
わ
が
国
の
砂

糖
の
生
産
及
び
消
費
の
韮
本
政
策
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
：
：
：
：
…
…
：
六
九
五

「
砂
糖
消
変
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
細
県
等
の

糖
業
の
奨
励
方
針
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
．
．
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
七
○
九

「
砂
糖
消
挫
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
わ
が
国
の
砂

糖
の
消
費
量
の
見
通
し
、
現
行
の
砂
糖
へ
の
課
税
方
法
の
問
題
点
、
衆
議
院

で
発
議
さ
れ
た
本
改
正
案
に
対
す
る
政
府
の
見
解
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応

答
、
採
決
…
：
…
…
。
：
：
…
…
：
…
…
：
：
：
：
：
：
：
．
：
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
七
二
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県

の
選
挙
区
の
区
分
に
つ
い
て
沖
縄
の
首
府
で
あ
り
す
べ
て
の
点
で
の
中
心
で

あ
る
首
里
を
郡
部
に
包
含
さ
せ
－
人
を
選
出
す
る
と
い
う
規
定
の
仕
方
は
、

県
民
に
異
様
な
感
を
抱
か
せ
る
お
そ
れ
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
四
七

会沖
縄
県
諸
禄
処
分
法
案
特
別
委
員

今
云沖

細
県
一
一
於
ケ
ル
旧
租
免
除
二
関

ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
会

明
治
四
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号

中
改
正
法
律
案
外
二
件
特
別
委
員

会沖
縄
県
農
工
銀
行
補
助
一
一
関
ス
ル

法
律
案
特
別
委
員
会

砂
糖
消
我
税
法
中
改
正
法
律
案
特

別
委
員
会

砂
糖
消
我
税
法
中
改
正
法
律
案
特

別
委
員
会

砂
糖
消
没
税
法
中
改
正
法
律
案
特

別
委
員
会

衆
議
院
識
員
選
挙
法
中
改
正
法
徽

案
特
別
委
員
会



大
３
．
２
．
認

敵
手
瓢
回

鋪
訓
回

館
調
回

卵
師
回

第
託
回

節
釦
回

明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
・
号

中
改
正
法
律
案
特
別
委
員
会

明
妬
・
３
．
”

大
５
．
２
・
型

大
４
．
６
．
５

大
３
．
３
．
２

予
算
委
員
鋪
六
分
科
会

大
２
．
３
．
”

予
算
委
員
第
五
分
科
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

明
治
四
十
三
年
度
予
備
金
支
出
ノ

件
外
三
件
特
別
委
員
会

四
八

質
疑
応
答
、
採
決
（
沖
縄
県
の
衆
議
院
議
員
の
定
数
を
四
人
と
す
あ
こ
と
等

を
内
容
と
す
る
本
改
正
案
は
、
選
挙
区
に
つ
い
て
の
蛍
衆
両
院
の
主
張
が
対

立
し
、
遂
に
成
立
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
同
年
、
政
府
が
沖
縄
県
に
衆
議

院
議
員
選
挙
法
を
施
行
す
る
「
勅
令
」
を
発
布
し
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
沖
縄

県
へ
の
施
行
が
「
凍
結
」
さ
れ
て
い
た
同
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
結
果
、
同
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
定
数
二
人
の
ま
ま
で
妓
初
の
衆

議
院
議
員
の
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
）
：
…
…
…
…
…
…
：
．
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
：
じ
・
一
・
九

明
治
四
十
三
年
度
に
お
い
て
予
備
金
外
か
ら
支
出
し
た
金
額
に
対
す
あ
政
府

委
員
の
説
明
中
、
大
蔵
省
所
管
の
沖
縄
県
金
禄
へ
の
支
出
及
び
司
法
省
所
管

の
沖
細
監
欺
の
類
焼
に
よ
る
復
旧
の
た
め
の
支
出
に
つ
い
て
の
説
明
…
…
…
…
…
七
四
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
の
糖
業
改
良
及
び
糖
業
試
験
場
の

業
務
内
容
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
七
四
二

予
製
乗
に
対
す
る
質
疑
応
縛
中
、
「
糖
業
改
良
澱
」
に
係
る
沖
細
雌
へ
の
補

助
金
の
使
途
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
…
：
：
…
…
七
四
四

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
台
湾
に
お
け
る
蕨
苗
の
沖
紐
県
等
か
ら
の

輸
入
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
・
…
…
…
・
…
：
：
…
：
…
…
・
…
…
…
：
：
…
：
七
四
四

予
算
案
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
説
明
中
、
近
海
航
路
補
助
に
関
し
、
那
覇
鹿

児
島
連
絡
線
の
新
設
、
沖
縄
県
先
島
航
海
没
補
助
及
び
沖
縄
県
各
離
島
航
海

費
補
助
に
つ
い
て
の
説
明
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
：
：
…
七
四
六

「
明
治
三
十
九
年
法
律
節
三
十
・
号
巾
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答

中
、
台
湾
に
お
い
て
徴
兵
を
行
う
こ
と
の
可
否
問
題
と
の
関
係
で
、
沖
縄
県

で
の
徴
兵
令
の
施
行
、
沖
縄
県
人
の
日
清
戦
争
参
戦
に
つ
い
て
の
質
疑
応
壌
…
…
し
四
八



大
７
．
２
．
弱

第
調
回

第
39

11'１

第
鈎
回

第
如
回

》
弟
如
回

第
４０

回

農
業
倉
庫
業
法
案
特
別
委
員
会

大
６
．
７
．
９

大
６
．
７
．
、

大
６
．
７
．
皿

大
７
．
２
．
妬

予
算
委
員
第
三
分
科
会

火
７
．
２
．
別

予
算
委
員
第
三
分
科
会

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委

員
会

耐
願
委
員
第
一
分
科
会

予
算
委
員
第
三
分
科
会

請
願
第
八
十
四
号
（
「
沖
縄
県
一
一
於
ケ
ル
所
得
税
法
実
施
延
期
ノ
件
」
）
に

対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
に
お
い
て
大
正
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
の
五

か
年
間
施
行
延
期
に
な
っ
て
い
る
現
行
の
所
得
税
法
を
向
後
さ
ら
に
五
か
年

間
延
長
さ
れ
た
い
と
す
る
請
願
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
…
七
五
二

「
農
業
倉
庫
業
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
政
府
は
沖
縄
県
に
は
糖
業

改
良
奨
励
費
を
交
付
し
て
い
る
の
で
沖
縄
の
糖
業
者
に
は
農
業
倉
庫
を
建
造

し
て
保
謹
を
与
え
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
沖
細
の
挫
民
は
倉
庫
が

な
く
て
困
っ
て
い
る
。
糖
業
改
良
奨
励
饗
の
使
途
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
：
：
：
七
五
七

「
所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
「
従
来
沖
細
雌
に
つ

い
て
は
大
正
二
年
か
ら
同
六
年
ま
で
の
五
か
年
間
施
行
を
延
期
さ
れ
て
い
た

所
得
税
法
に
つ
き
、
衆
議
院
で
さ
ら
に
五
か
年
間
延
期
す
る
こ
と
を
内
容
と

す
る
本
法
案
が
発
議
さ
れ
て
い
る
が
、
本
法
案
に
政
府
は
反
対
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
に
か
わ
る
補
助
施
策
を
と
り
た
い
」
旨
の
見
解
及
び
そ
れ
に
つ
い

て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
：
：
…
：
．
…
：
：
七
五
九

大
正
七
年
度
予
算
案
の
内
務
猫
所
管
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説
明
中
、

沖
継
県
営
軽
便
鉄
道
建
設
没
に
十
万
円
補
給
す
る
こ
と
の
説
明
…
…
…
：
：
：
…
…
七
六
一

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
営
軽
便
鉄
道
の
補
助
費
を
内
務
省

の
経
費
に
予
算
を
組
ん
だ
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
…
・
…
七
六
一

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
営
軽
便
鉄
道
に
補
助
を
与
え
る
こ

と
の
目
的
、
同
鉄
道
の
現
況
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
並
び
に
琉
球
王
へ
の

清
国
等
か
ら
の
冊
封
関
係
文
書
、
魚
釣
島
の
所
管
に
関
す
る
歴
史
的
価
値
の
四
九



大
７
．
３
．
９

第
妬
回

第
４４

回

第
４１

ｍ

坐
郊
虹
回

第
如
回

第
如
回

予
算
委
員
会

大
皿
・
３
．
脂

大
叩
・
３
．
卯

大
８
．
３
．
皿

大
８
．
３
．
５

貴
族
院
令
中
改
正
案
特
別
委
員
会

大
７
．
３
．
昭

請
願
委
員
第
三
分
科
会

市
制
中
改
正
法
律
案
外
三
件
特
別

委
員
会

衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律

案
特
別
委
員
会

予
算
委
員
会

五
○

あ
る
文
書
の
保
存
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
：
…
：
…
…
：
…
…
：
…
：
…
：
七
六
二

請
願
第
二
百
四
十
五
号
（
「
北
見
地
方
裁
判
所
設
侭
ノ
件
」
）
に
対
す
る
質

疑
応
答
中
、
宮
古
鳥
に
区
裁
判
所
を
新
設
し
た
こ
と
に
よ
る
岡
島
へ
の
出
張

裁
判
の
廃
止
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
：
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
：
七
六
八

「
黄
族
院
令
中
改
正
案
」
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説
明
中
、
従
来
沖
縄

県
、
北
海
道
等
に
施
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
貴
族
院
多
額
納
税
幸
蕊
砿
員
の
互

選
に
つ
き
本
改
正
案
に
よ
っ
て
そ
の
互
選
を
行
う
こ
と
の
説
明
及
び
そ
れ
に

つ
い
て
の
質
疑
応
縛
：
：
…
：
．
．
：
．
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
：
…
…
：
…
…
．
：
…
上
六
九

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
明
治
神
宮
外
苑
に
建
造
さ
れ
る
聖
徳
記
念

絵
画
館
の
画
題
の
一
つ
に
琉
球
藩
設
低
、
藩
使
首
里
城
出
発
等
を
予
定
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
沖
縄
県
人
に
と
っ
て
は
不
愉
快
に
堪

え
ぬ
こ
と
だ
と
思
う
が
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
…
…
…
：
七
七
一
一

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
趣
旨
説
明

中
、
今
度
の
改
正
に
よ
り
沖
縄
県
、
北
海
道
も
同
法
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
施
行
区
域
が
拡
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
：
：
…
…
…
…
：
…
七
七
五

「
市
制
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
町
村
制
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府

委
員
の
逐
条
説
明
中
、
沖
縄
県
の
現
在
の
区
（
那
覇
区
、
首
里
区
）
に
市
制

を
布
き
、
ま
た
現
在
の
町
村
に
町
村
制
を
布
き
、
す
べ
て
本
土
同
様
の
制
度

に
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
：
…
：
：
…
：
。
：
…
・
七
じ
六

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
軍
艦
の
制
限

と
と
も
に
合
意
さ
れ
た
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
要
塞
及
び
海
耶
根
拠
地
の
防

備
制
限
区
域
に
小
笠
原
、
奄
美
大
島
と
と
も
に
琉
球
も
防
備
制
限
区
域
内
に



大
晦
・
３
．
Ⅳ

》
弟
即
回

第
釦
回

卵
５１

回

卵
副
回

鋪
釦
回

第
帥
回

予
算
委
員
第
五
分
科
会

大
胆
・
３
．
，

大
皿
・
３
．
面

大
皿
・
３
．
９

大
皿
・
３
．
５

治
安
維
持
法
案
特
別
委
員
会

大
型
・
３
．
羽

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会

大
正
十
二
年
度
第
一
予
備
金
支
出

ノ
件
外
七
件
特
別
委
員
会

予
算
委
員
会

入
る
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
そ
の
経
紳
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
（
日
本
側
は

当
初
琉
球
は
当
然
そ
の
制
限
区
域
外
に
あ
る
と
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
た
。
）
…
…
七
八
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
要
注
意
人
物
が
各
府
県
の
中
で
最
も
多
い

と
考
え
ら
れ
る
沖
縄
県
の
対
処
紫
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
…
…
：
…
…
…
：
七
八
二

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
「
沖
縄
県
財
政
救
済
貸
付
金
三
十
六
万
円
」

の
歳
出
が
沖
細
県
の
金
庫
銀
行
で
あ
る
沖
縄
産
業
銀
行
の
破
産
に
よ
る
も
の

で
あ
る
の
で
県
知
事
以
下
の
査
任
を
問
う
べ
し
と
す
る
の
と
、
三
十
六
万
円

の
回
収
の
見
込
承
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
：
七
八
四

「
治
安
維
持
雄
嬢
茶
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
対
本
土
五
百
万
円
の
移
入
超

過
、
地
元
四
銀
行
の
閉
鎖
、
教
員
、
町
村
吏
員
等
へ
の
俸
給
不
払
い
等
民
生

が
非
常
に
苦
難
に
陥
っ
て
い
る
沖
縄
県
の
実
怖
並
び
に
そ
の
救
済
方
法
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
：
…
：
：
…
・
…
…
…
…
：
．
：
：
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
：
：
…
…
…
七
八
八

「
大
正
十
三
年
度
第
二
予
備
金
支
出
ノ
件
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄

県
の
金
庫
銀
行
で
あ
る
沖
細
産
業
銀
行
に
よ
る
県
預
金
の
一
般
営
業
資
金
へ

の
流
用
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
…
…
・
…
：
：
…
…
：
…
：
…
：
：
…
：
…
…
：
：
…
七
九
一
一
一

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
の
す
べ
て
の
有
力
銀
行
が
閉
鎖
す

る
に
至
っ
て
い
る
困
窮
し
た
現
況
は
、
政
府
の
沖
縄
救
済
の
手
お
く
れ
に
よ

る
も
の
で
は
な
い
か
と
し
、
そ
の
恢
復
の
見
込
承
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
…
：
七
九
五

予
算
案
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
「
沖
細
県
ヘ
ノ
産
業
助
成
災
五
十

二
万
九
千
三
百
三
円
」
に
つ
い
て
の
説
明
及
び
同
助
成
饗
に
対
す
る
質
疑
応

答
中
同
助
成
費
の
今
後
の
計
画
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
並
び
に
「
農
村
振
興

喪
中
ノ
小
麦
、
甘
藷
ノ
増
殖
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
洲
紐
に
お
け
る
甘
蒋

五
一



大
晦
・
３
．
ｍ

第
凱
回

第
団
回

第節第
５１５１５１

回回回

第
副
回

第
卵
回

第
駆
回

請
願
委
員
第
一
分
科
会

誌
願
委
只
館
一
分
科
会

請
願
委
員
第
三
分
科
会

大
胆
・
２
．
型

大大大
１５１５１５
｡●●

３３３
●■●

８１３ＦＩ

大
鵡
・
３
．
ｍ

昭
２
．
３
．
，

登
録
税
法
中
改
正
法
律
案
外
五
件

股
２
．
３
．
皿

公
益
質
屋
法
案
特
別
委
員
会

所
得
税
法
中
改
正
法
律
案
外
二
十

一
件
特
別
委
員
会

大
正
十
四
年
勅
令
第
二
百
四
十
五

号
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会

五
二

の
品
種
改
良
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
：
：
…
…
．
：
…
：
…
…
…
…
：
：
：
…
…
：
：
八
○
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
大
阪
沖
縄
間
の
定
期
航
路
の
開
設
の
理
由

に
つ
い
て
の
析
霞
狂
応
答
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
：
…
…
…
：
．
…
…
…
・
…
…
…
…
…
八
○
一

「
黒
糖
、
白
下
糖
消
費
税
免
除
二
関
ス
ル
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
…
・
八
○
二

「
沖
縄
分
蜜
糖
業
保
謹
二
関
ス
ル
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
：
…
・
八
○
四

「
大
田
郵
便
局
（
久
米
島
）
一
一
集
配
事
務
開
始
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応

答
…
…
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
：
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
八
○
六

「
大
正
十
四
年
勅
令
第
二
百
四
十
五
号
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県

内
で
使
用
す
る
脈
コ
レ
ラ
の
血
消
を
本
土
で
製
造
せ
ず
沖
縄
現
地
で
製
造
す

る
理
由
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
．
：
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
・
八
○
七

「
酒
造
税
法
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
沖
細
県
に
つ
い
て
は
沖

縄
県
の
経
済
が
非
常
に
困
窮
し
て
い
る
の
で
、
当
分
の
間
現
行
の
税
率
に
留

め
増
税
の
適
用
を
し
な
い
と
の
説
明
並
び
に
「
織
物
消
盤
税
法
案
」
に
対
す

る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
芭
蕉
布
に
つ
い
て
は
沖
縄
県
の
気
候
か
ら
本
土
の

綿
織
物
と
同
様
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
の
で
免
税
に
し
た
い
と
の
説
明
…
：
．
…
八
○
八

「
公
益
質
屋
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
同
法
第
五
条
の
貸
付
利
率
の

股
高
限
度
で
あ
る
年
一
割
五
分
を
超
え
る
利
率
で
俊
付
け
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
特
例
を
設
け
た
こ
と
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
。
な
お
沖
縄
県
の
場
合
銀

行
が
す
べ
て
梗
塞
し
、
町
村
経
済
も
窮
迫
し
て
い
る
今
日
年
一
割
五
分
以
下

の
利
率
で
は
公
益
質
屋
の
運
営
が
で
き
な
い
と
の
想
定
か
ら
の
措
置
で
あ

る
。
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
：
八
○
九

「
砂
糖
消
費
税
法
中
改
正
法
律
案
」
及
び
「
関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
」



昭
５
．
５
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弟
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回

第
詔
回
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第
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回
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託
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決
算
委
只
第
一
分
科
会

鵬
５
．
５
．
２

昭
５
．
５
．
７

昭
５
．
５
．
６

昭
５
．
５
．
３

決
算
委
員
小
委
員
会

沼
４
．
３
．
９

昭
４
．
３
．
６

家
畜
保
険
法
案
外
一
件
特
別
委
員

会決
算
委
員
会

蚕
糸
業
法
中
改
正
法
律
案
外
一
件

特
別
委
員
会

決
算
委
只
小
委
員
会

決
算
委
員
小
委
員
会

特
別
委
員
会

に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
博
入
黒
糖
の
税
額
の
軽
減
に
つ
い
て
の
説

明
・
…
…
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
・
八
一
○

「
蚕
糸
業
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
従
来
同
法

が
施
行
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
沖
縄
県
に
つ
き
、
最
近
蚕
種
製
造
業
が
急
速

に
発
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
同
法
を
施
行
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
説

明
・
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
：
…
・
八
一
三

「
家
畜
保
険
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
沖
縄
県
に
い
る
十
一
万
頭
の

豚
の
保
険
の
計
画
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
：
…
・
…
．
：
．
…
…
…
…
…
：
。
：
…
…
八
一
四

南
北
大
東
島
で
の
地
租
の
徴
収
に
至
ら
な
か
っ
た
問
題
及
び
預
金
部
資
金
か

ら
沖
縄
興
業
銀
行
へ
の
融
資
問
題
に
つ
い
て
の
決
算
第
一
分
科
会
報
告
書
及

び
同
分
科
会
主
査
の
口
頭
報
告
、
並
び
に
八
重
山
郡
竹
窟
村
古
見
及
び
南
風

見
の
国
有
林
の
八
重
山
興
業
合
資
会
社
に
対
す
る
貸
付
問
題
に
つ
い
て
の
決

算
委
員
小
委
員
会
報
告
書
及
び
同
委
員
長
の
口
頭
報
告
…
…
・
…
…
：
：
…
…
…
：
：
八
一
丘

昭
和
三
鐘
度
決
算
中
八
璽
山
郡
竹
富
村
古
見
及
び
南
風
見
の
国
有
林
の
八
重

山
興
業
合
資
会
社
に
対
す
る
貸
付
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
委
員
の
説
明
・
…
…
：
…
八
一
八

昭
和
三
年
度
決
算
中
八
重
山
郡
竹
富
村
古
見
及
び
南
風
見
の
国
有
林
の
八
重

山
興
業
合
資
会
社
に
対
す
る
貸
付
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
：
：
…
八
一
・
二

昭
和
三
年
度
決
算
中
八
重
山
郡
竹
富
村
古
見
及
び
南
風
見
の
国
有
林
の
八
重

山
興
業
合
資
会
社
に
対
す
る
貸
付
問
題
に
つ
い
て
の
判
定
決
議
…
・
…
…
…
…
…
：
八
・
一
八

昭
和
三
年
度
決
算
中
南
北
大
東
島
で
の
地
租
の
徴
収
に
至
ら
な
か
っ
た
問
題

及
び
預
金
部
資
金
か
ら
沖
縄
興
業
銀
行
へ
の
融
資
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
委

員
の
説
明
…
…
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
：
…
…
八
二
九

五
三



沼
８
．
２
．
６

第
卵
回

第
詔
回

館第第
５９５９５９

回回回

第第
６４６３

回回

卵
卵
回

第
“
回

第
“
回

第
“
回

決
算
委
員
第
一
分
科
会

間
５
．
５
．
５

昭昭昭
６６６

２２２
●●●

1４２４２７

膿
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昭
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昭
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９
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１

周
８
．
２
．
２

請
願
委
員
会

決
算
委
員
館
四
分
科
会

昭
８
．
３
．
ｍ

昭
８
．
３
・
加

決
算
委
員
第
Ⅷ
分
科
会

地
租
法
案
特
別
委
員
会

請
願
委
員
会

請
願
委
員
第
二
分
科
会

衛
生
組
合
法
案
特
別
委
員
会

決
算
委
員
第
一
分
科
会

五
四

昭
和
三
年
度
決
算
中
南
北
大
東
島
で
の
地
租
の
徴
収
に
至
ら
な
か
っ
た
問
題

及
び
預
金
部
資
金
か
ら
沖
縄
興
業
銀
行
へ
の
融
資
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応

答
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
…
人
三
一

昭
和
一
一
一
年
度
決
算
中
南
北
大
東
島
で
の
地
租
９
徴
収
に
至
ら
な
か
っ
た
問
題

及
び
預
金
部
資
金
か
ら
沖
縄
興
業
銀
行
へ
の
融
資
問
題
に
つ
い
て
の
判
定
決

談
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
八
三
七

「
沖
縄
県
二
高
等
水
産
学
校
設
置
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
採
決
．
．
：
…
：
：
…
…
…
…
・
八
一
一
一
八

「
沖
縄
県
二
高
等
水
産
学
校
設
低
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
：
…
・
…
八
三
九

「
蝋
予
防
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
縛
中
、
沖
細
県
に
お
け
る

瀬
療
養
所
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
：
：
．
…
：
：
…
：
：
：
八
四
二

「
砂
糖
消
独
税
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
樽
入
然
糖
の

税
率
引
下
げ
に
関
連
し
て
の
黒
糖
の
保
謹
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
：
…
：
八
四
七

「
沖
縄
県
振
興
計
画
促
進
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
八
五
四

昭
和
五
年
度
決
算
中
島
尻
郡
港
川
漁
業
組
合
の
奨
励
金
不
正
受
給
問
題
に
つ

い
て
の
政
府
委
員
の
説
明
：
…
：
…
：
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
…
．
：
…
…
：
：
…
…
…
八
五
五

昭
和
五
年
度
決
算
中
島
尻
郡
港
川
漁
業
組
合
の
奨
励
金
不
正
受
給
問
題
に
つ

い
て
の
質
疑
応
答
・
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
…
：
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
八
五
六

「
地
租
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
政
府
委
員
の
説
明
中
、
同
法
は
東
北

六
県
、
沖
細
県
等
の
地
租
の
税
率
を
引
き
下
げ
る
衆
雛
院
で
の
議
貝
立
法
で

あ
る
が
、
政
府
は
賛
成
で
き
な
い
と
す
る
説
明
…
…
…
…
・
…
…
：
：
…
…
・
…
…
…
八
六
一

「
農
村
負
債
整
理
組
合
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
東
北
六
県
、
沖
縄

雌
等
の
町
村
に
対
す
る
文
部
省
に
よ
る
特
別
町
村
（
貧
弱
町
村
）
と
し
て
の

農
村
負
債
整
理
組
合
法
案
特
別
委

員
会

地
租
法
中
改
正
法
律
案
特
別
委
員

会
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関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
特
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委
員
会

昭
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詔

昭昭昭
1２９９
●●●

３２２

２４１３１７

諭
願
委
員
会

関
税
定
率
法
中
改
正
法
律
案
特
別

委
員
会

予
算
委
員
第
六
分
科
会

農
業
保
険
法
案
特
別
委
員
会

予
算
委
員
第
二
分
科
会

指
定
問
題
及
び
教
員
給
料
の
不
払
い
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
…
．
．
…
・
…
…
・
八
六
一
一
一

「
沖
縄
県
二
国
立
水
産
学
校
設
立
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
採
決
：
…
…
…
…
…
：
：
…
八
六
六

「
沖
縄
県
一
一
国
立
水
産
学
校
設
立
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
…
：
：
八
六
上

外
交
文
書
の
公
表
問
題
に
関
す
る
質
疑
応
答
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
廃
藩
置

県
前
後
の
琉
球
文
押
の
焼
失
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
．
：
：
：
…
：
…
：
：
八
六
九

追
加
予
算
中
の
沖
縄
の
製
糖
菜
の
保
謹
助
長
に
関
す
る
経
践
（
補
助
金
）
に

つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
：
…
…
…
…
：
…
八
七
一
一

「
沖
縄
県
二
官
立
専
門
学
校
設
侭
ノ
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
…
…
：
：
。
…
八
七
四

輸
入
税
の
従
量
税
率
に
関
す
る
改
正
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
砂
糖

関
税
の
三
割
五
分
撤
廃
措
置
が
沖
縄
糖
業
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
・
…
：
…
…
…
・
…
：
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
…
…
：
…
：
八
じ
通

輸
入
税
の
従
量
税
率
に
関
す
る
改
正
法
律
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
砂
糖

関
税
の
三
割
五
分
撤
廃
措
置
が
沖
縄
糖
業
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
：
…
：
：
…
…
…
：
…
：
八
じ
六

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
ブ
ラ
ジ
ル
移
民
二
世
の
日
本
に
対
す
る
愛

国
心
澗
養
の
面
か
ら
の
日
本
政
府
に
よ
る
教
育
の
実
施
並
び
に
沖
縄
出
身
南

洋
移
民
の
現
在
の
横
浜
経
由
に
よ
る
方
法
の
改
善
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
八
七
九

「
避
業
保
険
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
同
保
険
制
度
の
対
象
農
産
物

と
の
関
係
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
：
：
…
…
：
八
八
五

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
南
洋
在
住
沖
縄
県
人
の
送
金
方
法
、
現
地

糖
業
の
状
況
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
・
…
・
…
…
…
：
：
：
…
：
…
…
：
：
…
…
…
：
…
：
八
八
七

「
兵
役
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
政
府
側
説
明
員
の
沖
五
五

請
願
委
員
会

請
願
委
員
跡
二
分
科
会

予
算
委
員
第
二
分
科
会

予
算
委
員
第
五
分
科
会



昭
１７
●

１

２７

第
惣
回

第
汚
回

第
拓
回

第
沌
回

第
拓
回

第
妬
回

鋪
郡
回

第
妬
回

今
云国

際
電
気
通
信
株
式
会
社
法
中
改

正
法
律
案
特
別
委
員
会

昭
皿
・
３
．
鯛

昭
晦
・
２
．
胴

昭
迩
・
２
．
”

ｆ
・
３
．
６

昭
加
・
２
．
４

予
算
委
員
会

昭
2０

２

７

昭
加
・
２
．
６

予
算
委
員
会

予
算
委
員
会

決
算
委
員
第
四
分
科
会

請
願
委
員
第
一
分
科
会

五
六

縄
県
壮
丁
の
体
格
の
特
徴
に
つ
い
て
の
説
明
…
：
…
…
：
…
：
：
：
：
：
…
：
：
：
：
：
…
八
八
八

「
国
際
電
気
通
信
株
式
会
社
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、

那
覇
近
海
で
遭
難
し
た
日
本
航
空
運
送
会
社
の
「
富
士
号
」
に
つ
い
て
の
質

疑
応
答
．
…
…
…
：
…
：
：
…
：
…
…
：
：
：
…
…
…
：
：
…
…
：
…
…
・
…
：
…
…
…
…
…
八
九
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
府
県
の
合
併
問
題
と
の
関
連
に
お
け
る
沖

縄
県
と
鹿
児
島
眼
と
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
・
…
：
…
：
…
．
：
…
：
：
八
九
三

「
沖
縄
県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
格
引
上
一
一
関
ス
ル
件
」
に
つ
い
て
の
第
一

分
科
主
査
子
耐
保
科
正
昭
君
の
口
頭
報
告
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
八
九
五

「
沖
縄
県
産
黒
糖
白
下
糖
公
定
価
格
引
上
一
一
関
ス
ル
件
」
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
：
…
…
：
：
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
：
…
．
．
…
：
：
：
…
：
…
…
…
…
…
：
：
…
…
：
八
九
六

昭
和
十
五
年
度
決
算
中
沖
縄
県
に
お
け
る
自
作
農
創
設
の
際
に
交
付
さ
れ
た

奨
励
金
の
運
用
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
：
：
：
．
…
…
…
…
…
…
：
…
…
：
：
…
…
…
：
九
○
○

予
算
案
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
敵
手
に
委
ね
た
サ
イ
・
ハ
ン
、
テ
ー
ー
ァ
ン
等

に
お
け
る
邦
人
の
現
況
、
躯
に
従
い
玉
砕
し
た
同
胞
の
遺
家
族
に
対
す
る
措

置
、
日
本
国
内
（
沖
識
県
を
想
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。
）
が
戦
場
に
な
り
一
般

国
民
が
玉
砕
し
た
場
合
に
お
け
る
措
慨
等
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
並
び
に
十

・
十
空
襲
以
後
の
県
知
事
等
官
吏
の
異
動
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
質
疑
応
答
…
…
九
○
一

第
三
分
科
主
査
の
仰
頭
報
告
中
、
第
三
分
科
会
に
お
け
る
群
査
の
中
で
の
委

員
各
位
が
寄
せ
た
沖
縄
県
民
に
対
す
る
同
情
並
び
に
政
府
の
こ
れ
に
対
す
る

対
策
に
つ
い
て
の
報
告
…
…
…
：
…
…
…
・
…
…
：
：
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
．
：
九
○
一
一
一

厚
生
省
所
管
予
算
案
に
対
す
る
国
務
大
臣
の
説
明
中
、
沖
細
県
民
の
一
部
を

一
定
の
場
所
に
立
ち
退
か
せ
る
経
我
に
つ
い
て
の
説
明
砿
び
に
沖
縄
県
民
の

予
算
委
員
第
三
分
科
会

耐
願
委
員
会



昭
麺
・
叩
・
８

第
説
回

第
89

1型１

錯
郊
鯛
回

鮒
９０
向

戦
時
緊
急
措
侭
法
案
特
別
委
貝
会

昭
加
・
廻
・
旭

昭
加
・
６
．
皿

昭
加
・
廻
・
咽

衆
議
院
議
員
選
挙
法
叩
改
正
法
律

案
特
別
委
員
会

戦
時
補
縦
特
別
措
悩
法
案
特
別
委

員
会

避
難
に
つ
い
て
の
実
情
等
の
質
疑
（
答
弁
な
し
）
：
．
…
…
…
…
…
：
：
：
：
：
…
…
：
九
○
』
ハ

「
戦
時
緊
急
措
世
法
案
」
の
立
法
を
必
要
と
す
あ
現
戦
局
に
対
す
ぁ
国
務
大

臣
の
説
明
中
、
沖
縄
戦
の
現
況
に
つ
い
て
の
説
明
：
…
：
。
…
…
・
…
…
：
：
：
：
…
：
：
九
○
八

「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
』
に
対
す
る
圃
務
大
臣
の
趣
旨
説
明

中
、
沖
縄
県
に
つ
い
て
は
事
実
上
選
挙
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

勅
令
で
定
め
る
ま
で
は
選
挙
を
行
わ
な
い
こ
と
及
び
同
法
に
対
し
衆
議
院
に

お
い
て
修
正
さ
れ
た
沖
縄
県
と
の
関
係
の
部
分
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
等

に
つ
い
て
の
説
明
：
…
：
：
：
…
…
…
…
…
：
：
：
…
…
・
・
：
…
：
：
…
…
：
：
…
：
：
…
：
．
九
○
九

『
衆
識
院
議
員
選
挙
法
中
改
正
法
律
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
衆
議
院

に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
部
分
（
沖
縄
県
と
関
係
す
る
部
分
あ
り
）
に
つ
い
て

の
質
疑
応
答
、
並
び
に
同
委
員
会
所
属
の
男
爵
伊
江
朝
助
君
の
九
州
各
県
在

住
の
沖
縄
か
ら
の
疎
開
者
及
び
外
地
引
揚
げ
の
沖
純
県
民
の
疲
弊
困
倣
し
た

実
情
の
開
陳
と
政
府
の
対
応
策
に
つ
い
て
の
質
疑
及
び
牛
島
司
令
官
の
命
を

受
け
て
沖
縄
か
ら
脱
出
し
た
蝋
脇
中
尉
（
森
脇
か
）
と
い
う
者
が
沖
細
戦
の

敗
因
は
沖
純
県
民
の
ス
。
ハ
イ
行
為
に
よ
る
も
の
だ
と
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
た

め
疎
開
者
が
受
入
れ
県
の
者
か
ら
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
情
の
説
明
：
…
…
・
九
・
・
一

「
戦
時
補
償
特
別
措
悩
法
案
」
に
対
す
る
質
疑
応
答
中
、
戦
争
保
険
契
約
看

の
保
険
金
に
つ
い
て
の
免
税
額
が
沖
縄
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
差
別
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
指
令
に
よ
っ
て
行
政
分
離
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
戦
争
で
多
大
な
犠
牲
を
生
じ
た
沖
縄
県
人
に
差
別
す
る
の
は
忍
び

な
い
の
で
是
正
さ
れ
た
い
と
の
質
疑
…
…
：
…
…
：
…
…
…
…
：
．
．
…
…
…
・
…
…
…
九
一
七

五
七

衆
議
院
議
員
選
準
法
中
改
正
法
律

案
特
別
委
員
会


